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同
国

は

し

が

き

て
里
甲
制
と
水
利
慣
行

二
、
里
甲
制
の
崩
壊
と
照
回
起
夫
制
の
展
開

三
、
明
末
、
江
南
に
お
け
る
水
利
事
業
と
そ
の
性
格

お

わ

り

に

（
附
表
）
常
熟
県
急
治
河
二
百
一
十
四
道
総
目

次

は

し

が

き

中
国
で
は
、
十
・
十
一
世
紀
の
宋
代
以
後
、
汗
田
や
園
田
等
の
水
利
回
の
開
発
に
よ
っ
て
、
揚
子
江
デ
ル
グ
地
帯
が
中
国
農
業
経
済
の
先
進

地
帯
と
な
っ
た
。
こ
の
デ
ル
グ
地
帯
の
水
利
の
特
殊
性
は
、
坪
田
水
利
と
の
関
連
に
お
い
て
、
水
の
利
用

i
分
配
を
め
ぐ
る
濯
概
の
問
題
と
い

う
よ
り
か
は
、
多
す
ぎ
る
水
の
調
節
、
排
水
の
問
題
が
中
心
的
懸
案
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

旧
来
江
南
、
揚
子
江
デ
ル
グ
の
水
利
に
つ
い
て
は
各
時
代
に
関
し
て
幾
多
の
先
学
の
研
究
が
あ
る
。
本
稿
が
取
り
上
げ
る
明
代
か
ら
清
初
に

か
け
て
の
時
代
に
つ
い
て
も
、
最
近
で
は
、
森
田
明
、
浜
島
敦
俊
両
氏
の
労
作
が
あ
る
。
両
氏
の
問
題
設
定
に
は
、
各
種
の
水
利
事
業
（
普

請
）
を
通
じ
て
組
織
的
に
当
地
方
の
水
利
に
関
す
る
懸
案
に
対
処
す
る
た
め
の
水
利
慣
行
を
問
題
に
す
る
と
い
う
共
通
し
た
認
識
が
窺
え
る
。

但
し
、
問
題
意
識
や
事
実
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
以
下
紹
介
す
る
如
き
、
大
き
な
差
違
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、
森
田
内

r、
当
地
方
の
水
利
事
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ムハ占ハ

業
を
、

〔1
〕
防
水
の
た
め
の
汗
岸
の
維
持
修
築
、
〔
2
〕
水
流
（
量
）
調
節
の
た
め
の
水
道
の
波
諜
、

水
、
の
三
種
類
に
分
け
て
考
察
し
、
か
か
る
各
種
の
水
利
事
業
が
い
ず
れ
も
グ
リ
ー
グ
に
固
ま
れ
た
汗
の
地
縁
的
集
団
の
共
同
の
役
割
と
し
て

あ
っ
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
具
体
的
な
共
同
関
係
は
農
民
の
地
縁
的
結
合
関
係
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
結
論
す
る
。
こ
れ
に
対
し

浜
島
品
配
、
明
代
か
ら
清
初
に
か
け
て
の
国
家
権
力
の
農
村
・
農
民
支
配
構
造
、
特
に
国
家
権
力
に
よ
る
農
民
の
労
働
力
編
成
H
径
一
世
制
度
と

い
う
視
角
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
水
利
事
業
に
お
け
る
労
働
力
の
編
成
、
水
利
慣
行
の
変
化
の
過
程
を
追
跡
す
る
。
結
論
と
し
て
、
明
末
に
お

け
る
水
利
慣
行
の
変
化
は
、
一
つ
に
は
「
田
頭
」
制
か
ら
「
照
田
派
役
L

制
へ
の
変
佑
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
水
利
に
お
け
る
郷
紳
の
優
免
の

特
権
の
廃
止
、
と
い
う
ニ
側
面
に
お
け
る
新
た
な
労
力
負
担
原
則
を
中
心
と
す
る
国
家
権
力
に
よ
る
共
同
体
的
な
関
係
の
再
編
成
で
あ
る
と
い

う
。
そ
し
て
、
こ
の
国
家
権
力
に
よ
る
新
た
な
水
利
慣
行
の
編
成
は
、
在
地
手
作
地
主
層
を
主
た
る
担
い
手
と
し
て
進
行
し
た
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
実
現
さ
せ
る
契
機
は
、
第
一
に
、
当
時
に
お
け
る
郷
紳
的
土
地
所
有
の
発
展
に
よ
る
地
主
制
構
造
の
変
化
で
あ
り
、
第
二
に
、
主
と
し

て
直
接
生
産
者
農
民
H

佃
戸
層
の
物
理
的
暴
力
（
抗
租
闘
争
）
と
も
化
す
力
量
へ
の
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
配
慮
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。
従

っ
て
、
か
か
る
国
家
権
力
の
介
入
に
よ
る
共
同
体
的
関
係
の
再
編
成
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
地
主
支
配
の
危
機
を
救
う
べ
く
、
尖
鋭
化
し
た
階

級
対
立
を
地
主
支
配
の
維
持
に
収
束
さ
せ
る
過
程
で
あ
っ
て
、
こ
の
段
階
で
は
、
共
同
体
的
用
益
を
掌
握
し
た
佃
戸
に
よ
る
自
立
単
純
再
生
産

〔3
〕
出
水
・
過
水
時
の
汗
囲
内
の
排

は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。

以
上
の
如
く
、
森
田
氏
と
浜
島
氏
と
で
は
、
事
実
の
評
価
｜
歴
史
発
展
の
観
点
に
つ
い
て
大
き
な
差
違
が
存
在
す
る
。

説
に
即
し
て
み
れ
ば
、
浜
島
氏
の
理
解
は
、
上
記
森
田
氏
の
理
解
と
大
き
く
隔
る
ば
か
り
か
、

特
に
明
末
清
初
を
画
期
と
み
な
す
考
え
方
か
ら
の
帰
結
（
つ
ま
り
佃
戸
の
自
立
化
論
）

こ
れ
を
浜
島
氏
の
所

果

に
対
し
、

お
よ
そ
今
日
ま
で
の
戦
後
の
明
清
史
研
究
の
成

根
底
か
ら
再
検
討
を
迫
る
も
の
が
あ

ヲ
匂
。

本
稿
の
作
成
は
、
こ
の
浜
島
氏
の
研
究
に
触
発
さ
れ
て
お
り
、
氏
の
研
究
と
は
、
史
料
の
上
で
も
重
な
る
部
分
が
多
い
。
し
か
し
史
料
の
扱

い
方
や
事
実
の
評
価
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
面
も
こ
れ
ま
た
多
く
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
文
で
私
見
を
述
べ
る
こ



と
に
し
た
い
。

一
、
里
甲
制
と
水
利
慣
行

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
明
代
里
甲
制
度
は
単
な
る
税
役
徴
収
の
た
め
の
村
落
組
織
で
は
な
く
、
同
時
に
そ
の
条
件
と
し
て
、
在
地
の

再
生
産
過
程
を
維
持
す
る
た
め
の
共
同
体
的
機
能
に
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
、
こ
の
共
同
体
機
能
の
江
南
デ
ル
グ
に
お
け

る
あ
り
方
は
、
毎
年
定
期
的
に
く
り
か
え
さ
れ
る
恒
常
的
な
汗
岸
の
修
理
や
、
グ
リ
i
グ
の
波
深
、
水
車
に
よ
る
排
水
作
業
等
が
何
れ
も
共
同

役
務
担
当
者
で
あ
る
豆
長
・
旦
老
人
・
糧
長
・
塘
長
・
好
長

労
働
と
し
て
行
わ
れ
、
塁
甲
組
織
を
通
じ
て
そ
の
た
め
の
傍
役
が
科
派
せ
ら
れ
、

等
の
督
率
の
も
と
に
行
わ
れ
る
と
い
う
体
制
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

浜
島
氏
に
よ
れ
ば
、
皇
甲
制
に
基
く
水
利
工
事
の
労
働
力
の
負
担
原
則
は
田
頭
制
と
よ
ば
れ
、
次
の
如
き
共
同
体
的
諸
関
係
と
関
連
し
て
い

た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
挑
文
瀬
『
漸
西
水
利
書
』
所
収
、
金
藻
「
三
江
水
学
或
問
、
下
」
に
、

客
日
、
随
其
田
芳
自
修
溝
岸
、
不
若
計
其
田
畝
、
鈎
其
工
程
為
善
。
査
固
有
長
僑
産
者
、
有
機
出
直
者
、
有
不
出
樫
者
。
用
子
之
法
、
則

長
傍
産
者
用
工
太
多
、
横
出
淫
者
用
工
太
少
。
不
出
遅
者
無
工
可
為
。
量
得
為
鈎
乎
。
野
人
目
、
旧
時
都
見
亦
如
此
、
然
鈎
則
鈎
突
。
終

是
甲
治
乙
回
、
了
修
丙
岸
、
非
惟
不
肯
尽
心
、
抑
且
無
滋
賞
罰
。
思
之
十
年
、
始
遇
有
識
。
乃
上
海
陸
宗
倍
、
却
与
華
亭
曹
憲
副
之
意
正
’

問
。
蓋
不
出
浬
之
回
、
携
則
不
得
洩
、
皐
則
不
得
瓶
、
糞
則
難
於
入
、
鉄
則
難
於
出
。
凡
有
比
田
者
、
多
是
貧
難
下
戸
、
当
優
他
者
也
。

若
其
横
出
涯
者
、
与
直
情
在
者
、
早
則
易
於
瓶
、
機
則
易
於
洩
、
糞
則
便
於
入
、
鉄
則
便
於
出
。
有
此
田
者
、
多
是
段
実
有
力
者
也
。
故
，

定
為
此
法
、
久
依
輿
情
。
使
貧
乏
者
、
既
得
以
安
生
、
而
有
力
者
、
又
無
計
以
倫
関
、
堅
固
法
糠
者
、
既
得
以
蒙
賞
、
而
世
浅
陳
脆
者
、

又
無
計
以
逃
罪
。
愚
所
謂
一
尺
一
歩
皆
有
帰
者
、
一
賞
一
罰
皆
得
其
当
者
、
誠
非
臆
度
之
言
也
。

と
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
浜
島
氏
は
、
「
験
実
有
力
な
戸
が
水
利
に
つ
い
て
一
定
の
負
担
を
負
う
こ
と
の
代
償
と
し
て
、
優
先
的
な
水
利
権
（
水

の
配
分
・
河
泥
や
水
草
の
利
用
な
ど
）
を
得
て
い
る
こ
と
を
示
陵
し
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
北
村
敬
直
氏
、
小
山
正
明
氏
等
の
指
摘
し
た
H

在

明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）

六
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六
八

地
手
作
地
主
H

郷
居
地
主
が
水
利
な
ど
共
同
体
的
用
益
を
掌
握
し
て
い
た
H

こ
と
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
（
－
三
｜
四
頁
）

確
か
に
、
北
村
、
（
古
島
）
、
小
山
の
諸
氏
を
中
心
と
し
た
従
来
の
研
究
に
は
、
地
主
層
の
掌
握
す
る
共
同
体
規
制
の
当
該
社
会
に
固
有
な
実
態

の
把
握
は
十
分
で
は
な
く
、
今
後
の
究
明
を
倹
つ
問
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
浜
島
氏
の
理
解
は
重
要
な
指
摘
と
言
え
よ
う
が
、
何

分
実
証
的
論
理
的
な
飛
躍
が
あ
る
。
疑
問
点
を
挙
げ
よ
う
。
ま
ず
、
グ
リ
ー
グ
に
直
接
接
し
て
い
る
田
は
、
排
水
・
濯
慨
・
施
肥
・
搬
出
何
れ

に
も
便
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
史
料
は
物
語
ら
な
い
。
ど
う
し
て
「
優
先
的
な
水
利
権
を
得
て
い
る
こ
と
を
示
、

唆
し
て
お
り
」
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
優
先
的
な
水
利
権
を
想
定
す
る
か
ら
に
は
、
例
え
ば
共
同
作
業
と
し
て
行
わ
れ
る
排
水
作
業

に
あ
た
っ
て
の
先
次
権
、
河
泥
や
水
草
の
利
用
に
あ
た
っ
て
の
先
取
・
先
鞭
権
等
を
内
容
と
す
る
は
ず
で
為
る
が
、
そ
う
し
た
も
の
を
「
便
」

「
不
便
」
の
議
論
の
み
か
ら
推
論
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
ま
た
、
優
先
的
水
利
権
は
、
股
実
大
戸
の
労
力
負
担
の
代
償
と
し
て
与
え
ら
れ
た

も
の
と
考
え
る
の
も
、
実
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
優
先
権
の
成
立
は
自
然
に
理
解
さ
れ
る
が
、
優
先
権
の
存
在
自
体
が
後
述
の
如
く
、
共
同

体
的
秩
序
の
破
壊
に
連
が
る
も
の
と
い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
一
概
に
肯
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
も
し
百
歩
を
譲
っ
て
、
優
先
的

な
水
利
権
を
認
め
た
と
し
て
も
、
股
実
有
力
な
戸
が
そ
の
権
利
を
持
つ
と
い
う
だ
け
で
、
共
同
体
用
益
を
掌
握
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
以
下
具
体
的
な
実
証
作
業
に
引
き
継
い
で
み
よ
う
。

と
推
論
す
る
。

ま
ず
、
問
題
の
田
頭
制
が
、
好
内
の
共
同
体
的
関
係
を
ば
、

の
か
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
時
江
陰
県
志
一
一
食
貨
記
所
収
、
挑
文
瀬
「
修
築
好
坦
事
宜
」
の
第
五
条
に
、

（

－

v
①
 

応
修
好
岸
、
該
管
排
年
、
量
田
高
下
、
照
依
五
等
岸
式
、
督
率
汗
戸
、
各
就
田
頭
修
築
、
不
論
有
田
多
寡
、
但
以
田
頭
闇
狭
為
則
。
仮
如

②
 

田
頭
閥
五
丈
者
、
即
修
岸
五
丈
。
閲
十
丈
者
、
即
修
岸
十
丈
。
或
有
逃
戸
田
頭
及
溝
頭
岸
、
則
衆
共
修
築
。
其
汗
心
田
戸
、
若
有
径
路

⑤
 

者
、
自
修
径
勝
。
無
径
雄
者
、
与
衆
同
修
逃
戸
及
溝
頭
岸
。
排
年
則
管
修
一
図
好
岸
、
糧
嘗
則
管
修
一
区
好
岸
、
各
県
治
農
官
則
提
督
一

県
、
各
府
治
農
官
則
提
督
一
府
。
若
一
図
汗
岸
不
修
、
則
罪
坐
排
年
。
一
区
汗
岸
不
修
、
罪
坐
糧
雷
、
等
而
上
之
、
）
県
一
府
責
各
有

帰
。
一
法
、
不
論
田
頭
閤
狭
、
但
論
有
田
多
寡
、
照
田
出
人
、
照
人
分
岸
、
一
総
修
築
亦
可
。

い
か
な
る
労
力
負
担
の
原
則
に
基
づ
い
て
編
成
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た



、

E
g－－
ug 

こ
の
規
定
は
、
弘
治
年
聞
の
作
成
に
な
り
、
明
代
江
南
の
水
利
規
定
と
し
て
は
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
あ
る
が
、

修
す
る
に
あ
た
っ
て
の
労
力
の
賦
課
の
方
法
と
し
て
、
付
五
等
岸
式
に
よ
る
田
頭
制
、
仲
田
畝
の
面
積
に
よ
っ
て
人
を
出
し
、
人
に
よ
っ
て
岸

を
分
つ
法
（
照
団
派
役
）
、
の
二
方
式
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
田
頭
制
（
五
等
岸
式
）
に
つ
い
て
は
、
①
一
好
の
好
岸
は
、
好
戸
が
各
々
田
頭

の
広
狭
（
長
さ
）
に
応
じ
て
修
築
す
る
。
②
逃
戸
の
田
頭
及
び
溝
頭
の
岸
践
は
、
好
民
す
べ
て
が
修
理
す
る
。
＠
（
グ
リ
l
グ
に
接
し
な
い
）

好
心
の
田
を
持
つ
戸
は
、
も
し
好
内
用
水
路
（
径
）
の
蜂
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
各
自
修
理
す
る
。
④
径
雌
が
な
い
場
合
の
仔
心
の
田
の
戸
は
、
他

の
衆
と
共
に
逃
戸
の
田
頭
・
溝
頭
岸
を
修
理
す
る
。
⑤
一
汗
の
修
築
に
関
し
て
は
、
図
（
1
星
）
単
位
は
排
年
皇
長
の
責
任
、
区
単
位
は
糧
奮

（
糧
長
・
老
人
）
の
責
任
と
す
る
。
以
上
か
ら
、
坪
内
田
戸
は
、
そ
の
土
地
の
好
内
に
お
け
る
存
在
の
形
態
に
応
じ
て
、
何
ら
か
の
形
で
水
利

工
事
の
労
力
負
担
が
割
り
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
負
担
に
差
違
が
あ
る
の
は
、
土
地
の
存
在
形
態
に
よ
り
、
享
け
る
利
便
に
も
差
違
が
あ
る
こ
と

か
ら
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
考
え
方
の
基
本
は
、
現
に
享
け
て
い
る
利
便
に
応
じ
て
負
担
を
決
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
問
題
な
の
は

④
の
径
腿
（
用
水
路
）
を
持
た
ぬ
汗
心
の
田
の
戸
の
場
合
で
あ
る
。
中
央
部
（
汗
心
）
の
田
で
用
水
路
が
な
い
場
合
に
は
、
濯
・
排
水
に
お
い

て
不
便
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
①

l
③
の
グ
リ
l
グ
も
し
く
は
好
内
用
水
路
に
臨
接
す
る
田
か
ら
水
を
通
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
耕
地
と
し
て

の
意
味
を
全
く
失
う
こ
と
に
な
る
。
既
に
清
代
に
つ
い
て
鶴
見
尚
尚
氏
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
中
央
部
の
旺
へ
の
濯
・
排
水
を
確
保
す
る
た

め
、
汗
心
か
ら
グ
リ
l
グ
寄
り
（
も
し
く
は
好
内
用
水
路
寄
り
）
の
部
分
に
畦
畔
を
つ
く
れ
な
い
よ
う
な
、
畦
畔
の
共
同
管
理
日
耕
地
規
制
が

必
要
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
自
己
主
張
の
立
場
が
強
い
の
は
、
当
然
グ
リ
l
グ
側
の
田
の
所
有
者
で
あ
り
、
汗
心
側
の
人

戸
の
立
場
は
弱
い
。
こ
の
関
係
は
、
先
掲
の
金
藻
「
三
江
水
学
戎
問
」
に
前
者
は
股
実
有
力
な
戸
が
多
く
、
後
者
に
は
貧
難
下
戸
が
多
い
と
い

う
指
摘
と
も
照
応
す
る
。
た
だ
金
藻
の
意
見
に
み
え
た
よ
う
に
、
汗
心
の
田
の
戸
（
貧
難
下
戸
）
は
優
協
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
挑
文
瀬
の
規
定
で
は
、
②
③
④
の
知
く
、
何
ら
か
の
共
同
的
な
負
担
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
が
共
同
体
に
対
し
て
の
利

益
主
張
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
共
同
体
的
労
務
負
担
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
、
河
泥
や
水
草
の
利
用
な
ど
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
時
寧
一
波
府
志
一
一
山
川
、
八
東
銭
湖

V
の
項
所
引
、
郎
緒
「
治
東
銭
湖
議
」

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
汗
岸
を

の
第
六
条

明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）
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に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

六
日
、
公
水
草
之
利
。
凡
湖
中
水
藻
之
生
、
可
以
糞
因
。
往
時
、
沿
湖
民
、
随
其
居
祉
山
場
所
近
、
各
出
力
採
売
。
雄
其
利
甚
微
、
然
亦

足
以
為
小
民
之
一
助
。
乃
今
、
豪
貴
之
家
、
依
勢
作
威
、
悉
行
標
管
、
至
糞
回
之
時
、
重
価
勅
民
貨
売
。
近
湖
之
民
、
或
有
取
其
葉
植

者
、
轍
嘩
答
筆
、
謹
一
償
百
。
夫
潜
七
郷
公
有
之
物
、
奪
小
民
近
便
之
利
、
此
宣
人
情
王
法
之
所
宜
哉
。

こ
の
史
料
は
、
直
接
に
は
、
湖
中
の
水
草
（
水
藻
）
が
在
地
土
豪
地
主
（
豪
貴
之
家
）
に
よ
っ
て
不
法
に
占
有
独
占
さ
れ
（
悉
行
標
管
）
、

共
同
利
用
と
い
う
皇
甲
制
的
共
同
体
的
関
係
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
是
正
を
望
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し

て
、
往
時
（
里
甲
制
下
）
は
水
草
は
共
同
利
用
の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
採
取
・
販
売
が
沿
湖
の
近
便
の
人
の
自
由
な
出
力
に
委
ね
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
示
す
。
正
し
く
水
草
利
用
の
益
は
近
便
之
利
と
よ
ば
れ
、
個
別
利
用
が
保
障
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
優
先

的
な
水
利
権
さ
え
疑
問
と
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
の
事
例
は
、
直
接
に
デ
ル
グ
地
帯
の
慣
行
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
デ
ル
グ
地
帯

の
事
例
と
関
連
さ
せ
て
漣
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
蘇
州
府
常
熟
県
の
万
暦
三
十
三

l
四
年
頃
の
知
県
耽
橘
『
常
熟
県
水
利
全
書
』
附
下
「
大
奥

水
利
申
」

A
築
岸
法

H築
岸
務
実
、
及
取
土
法

H
V
に
は

有
菱
藍
場
之
介
居
水
次
、
止
収
草
利
、
止
徴
蕩
税
者
、
申
免
其
税
、
聴
民
採
土
築
岸
。
：
：
：
但
菱
藍
倶
占
於
大
姓
、
納
百
一
之
税
、
享
十

倍
之
利
。
入
所
不
敢
詰
、
官
所
不
能
問
、
処
之
為
難
。

と
あ
り
、
先
の
漸
江
寧
波
府
の
事
例
と
同
様
な
指
摘
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
草
利
を
収
め
る
だ
け
の
湖
沼
蕩
池
は
税
制
上
も
優
遇
さ
れ
て

い
た
が
、
今
で
は
、
そ
れ
ら
の
土
地
が
大
姓
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
、
沈
啓
『
呉
江
水
考
』
時
水
議
下
、
嘉
靖
十
一
年
「
大
理
主
主
周
鳳
鳴
水
利
奏
略
」
に
は

六
日
、
禁
侵
占
以
筋
豪
右
。
臣
惟
、
瀕
江
瀕
湖
去
処
、
風
浪
険
悪
、
因
種
護
腿
斐
輩
、
以
防
明
場
、
本
為
障
水
。
週
来
豪
右
仮
以
護
随
為

名
、
不
分
河
港
寛
狭
、
師
種
菱
蒲
藍
葦
、
占
為
菱
蕩
蓮
蕩
。
戎
勾
接
商
人
、
堆
貯
竹
木
儲
押
箆
、
戎
希
図
漁
利
、
張
釘
欄
江
網
館
、
停
積
泥

沙
、
限
壊
水
利
。
甚
者
覇
占
灘
塗
、
築
成
雄
囲
、
因
而
墾
為
良
田
、
止
将
十
之
一
二
報
官
、
起
科
毎
畝
亦
止
三
升
五
升
、
徴
之
官
者
不

＠ 



多
。
而
水
道
日
陸
、
為
下
流
数
十
州
県
之
害
。
其
又
甚
者
、
則
将
傍
田
河
港
、
私
築
堰
捕
、
阻
載
行
舟
、
祇
知
利
己
、
致
使
都
汗
之
回
、

蓄
洩
無
所
、
其
警
尤
深
。
若
不
厳
加
禁
治
改
正
、
恐
害
不
除
、
則
利
不
興
実
。

と
あ
り
、
護
岸
の
た
め
に
斐
直
を
植
え
さ
せ
る
と
、
豪
右
ハ
股
実
有
力
の
戸
、
在
地
地
主
層
）
は
そ
れ
を
名
目
に
し
て
河
・
港
等
の
グ
リ
ー
グ

の
広
狭
を
弁
え
ず
、
何
処
で
も
勝
手
に
蒲
を
植
え
、
ま
た
商
人
と
結
ん
で
材
木
置
場
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
漁
利
を
図
っ
て
河
道
に
金
網
の
柵

を
設
け
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
河
道
を
塞
げ
、
水
利
の
妨
げ
を
な
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
れ
以
上
甚
し
い
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
禁

治
・
改
正
を
必
要
と
す
る
と
い
う
。
な
お
、
右
文
の
冒
頭
に
、
護
岸
の
た
め
菱
重
を
種
え
さ
せ
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
が
も
し
、
田
頭
制
に
基
づ

い
て
、
院
岸
に
接
続
し
た
田
の
所
有
者
の
負
担
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
豪
右
地
主
層
に
よ
る
陸
岸
の
不
法
占
拠
の
名
目
を
、
負
担
の
代
償
に
求

め
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
よ
う
。
但
し
、
こ
こ
で
、
「
田
頭
制
に
基
づ
い
て
」
と
言
っ
て
も
、
仮
定
の
上
の
話
で
あ
り
、
甚
だ
心
も
と
な

い
限
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
節
で
述
べ
る
如
く
、
周
鳳
鳴
は
田
頭
制
を
認
め
ず
、
新
し
い
労
役
賦
課
の
方
式
で
あ
る
照
田
起
夫
制
を
強
力
に

主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
も
、
右
の
推
測
は
あ
る
程
度
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
も
か
く
以
上
か
ら
、
幾
つ
か
の
事
例
で
確
認
さ
れ
る
の
は
、
星
甲
制
的
共
同
体
秩
序
や
田
頭
制
に
基
づ
く
労
役
賦
課
の
方
式
が
、
豪
右
地

主
層
の
私
的
利
益
追
求
に
よ
っ
て
崩
壊
の
過
程
に
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ニ
、
里
甲
制
の
崩
壊
と
照
回
起
夫
制
の
展
開

十
六
世
紀
の
前
葉
か
ら
中
葉
に
か
け
て
の
正
徳

i
嘉
靖
聞
に
は
江
南
の
水
利
の
荒
廃
が
著
し
く
な
っ
た
。

考
』
協
呉
治
江
図
考
所
収
、
「
嘉
靖
間
呂
巡
按
光
淘
奏
、
修
水
利
、
以
厚
民
生
、
以
裕
国
用
五
事
」
に
は
、

臣
常
詞
問
故
老
、
皆
云
、
二
三
十
年
以
前
、
民
間
足
食
無
事
、
歳
時
得
因
其
余
力
、
営
治
時
岸
、
而
田
益
完
美
。
近
年
空
乏
動
苦
、
救
死

不
担
、
不
仮
修
繕
、
故
汗
漸
壊
、
而
歳
多
水
災
。
蓋
呉
下
之
田
、
以
好
岸
為
存
亡
。
失
今
不
治
、
則
明
没
日
甚
、
而
農
業
日
費
実
。

こ
の
史
料
は
、
既
に
浜
島
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
呂
光
拘
は
嘉
靖
二
十
年
代
に
江
南
で
水
利
事
業
を
行
な
っ
た
巡

す
な
わ
ち
、

王
祈
『
東
呉
水
利

明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）
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按
で
あ
る
か
ら
、
正
徳
｜
嘉
滑
聞
に
水
利
の
荒
廃
が
著
し
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
二

O
頁
）
と
い
う
。
同
じ
よ
う
な
史
料
を
挙
げ
よ
う
。

厭
秀
水
県
志
噌
輿
地
志
、
塘
堰
所
収
、
「
万
暦
二
十
三
年
奉
水
利
蔀
公
夢
雷
撤
」
に
、

嘗
聞
、
里
中
長
年
称
、
三
十
年
以
前
、
民
間
食
足
、
事
筒
、
歳
時
有
余
力
、
営
治
仔
岸
、
久
益
堅
完
、
無
水
海
憂
。
自
島
夷
註
後
、
賦
役

繁
増
、
関
闇
日
就
困
迫
、
無
少
休
暇
。
為
修
築
計
、
国
家
額
設
塘
長
・
汗
長
、
専
為
汗
岸
。
今
二
一
長
、
子
田
戸
第
事
科
索
、
而
予
比
漫
不

加
意
。
即
奉
撤
防
溶
、
不
過
飾
空
言
、
支
旦
暮
耳
、
何
怪
其
日
就
坦
廃
、
而
不
可
頓
復
哉
。

万
暦
二
十
三
年
当
時
か
ら
三
十
年
以
前
、
す
な
わ
ち
嘉
靖
年
間
噴
ま
で
は
、
民
間
に
も
食
が
足
り
、
事
（
傍
役
等
か
）
も
簡
単
で
、
歳
時
に

も
余
力
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
汗
岸
も
修
治
で
き
、
堅
固
で
あ
っ
た
か
ら
水
害
の
憂
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
島
夷
の
註
（
嘉
堵
期
の
倭
窓
）
の

後
か
ら
賦
役
が
激
増
し
、
村
々
は
自
主
困
窮
し
、
民
に
休
戚
は
な
く
な
っ
た
。
水
利
工
事
に
は
本
来
塘
長
・
好
長
の
役
含
額
設
し
、
汗
岸
の
修

理
を
行
っ
た
が
、
今
、
塘
長
・
汗
長
は
農
民
か
ら
賄
賂
を
強
要
す
る
こ
と
に
の
み
つ
と
め
、
任
務
を
遂
行
し
よ
う
と
し
な
い
。
上
か
ら
命
令
を

受
け
工
事
の
遂
行
を
命
じ
ら
れ
て
も
、
言
い
の
が
れ
す
る
ば
か
り
で
日
時
を
費
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
汗
岸
が
日
に
日
に
崩
壊
し
、
直
せ
な
い

の
も
当
然
で
あ
る
、
と
い
う
。
既
に
、
前
節
の
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
代
の
水
利
は
、
皇
甲
制
度
と
の
関
連
に
お
い
て
、
在
地
の
手
作

地
主
層
で
あ
っ
た
呈
長
・
星
老
人
・
塘
長
・
糧
長
あ
る
い
は
汗
長
な
ど
の
諸
役
の
負
担
を
中
心
に
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。
工
事
の
具
体
的
な

労
働
力
の
編
成
に
し
て
も
、
皇
甲
制
内
小
農
民
を
対
象
と
し
た
国
家
権
力
に
よ
る
労
働
力
強
制
H
傍
役
制
度
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
前
掲
史
料

は
、
嘉
靖
期
噴
の
、
塘
長
・
時
長
を
中
心
と
し
た
水
利
関
係
の
径
役
体
系
が
解
体
す
る
過
程
を
物
語
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
「
科
索
を
事
と
す
る
」
塘
長
・
好
長
が
前
節
の
後
半
に
述
べ
た
如
き
豪
右
地
主
層
の
私
的
利
益
追
求
の
た
め
の
不
法
行
為
を
助
長

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
上
掲
万
暦
秀
水
県
志
の
同
項
、
「
万
暦
七
年
水
利
食
事
陳
詔
略
」
に
は

或
勢
豪
家
覇
占
囲
垣
堤
境
、
養
魚
種
菱
、
起
造
亭
閣
船
房
、
致
妨
蓄
洩
、
及
限
官
民
舟
格
、
利
帰
一
家
、
害
賠
百
姓
者
、
丞
為
卸
折
改

正
、
以
復
水
。
其
専
利
侵
占
之
人
、
有
能
首
正
還
官
者
、
即
与
免
罪
。
如
侍
頑
不
健
、
申
呈
究
治
。
塘
・
汗
等
長
、
私
容
隠
、
一
体
併

坐。



と
あ
り
、
勢
豪
の
家
が
堤
防
用
水
路
を
不
法
占
拠
し
、
魚
を
養
い
菱
を
植
え
、
亭
宅
・
船
小
屋
を
造
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
濯
排
水
を
防
げ
舟

運
の
便
を
阻
む
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
に
利
は
一
家
に
帰
し
、
害
は
百
姓
万
民
に
及
ぶ
も
の
は
、
し
ば
し
ば
懲
治
改
正
し
て
水
の
利
を
復
せ
。

も
し
婿
・
汗
長
が
官
の
究
治
に
協
力
せ
ず
、
私
に
容
隠
す
れ
ば
一
体
併
坐
せ
よ
、
と
い
う
。
塘
・
汗
長
に
つ
い
て
か
か
る
言
及
が
あ
る
の
は
、

一
体
併
坐
の
対
象
に
な
る
よ
う
な
塘
畏
・
汗
長
の
行
為
が
、
む
し
ろ
一
般
的
に
み
ら
れ
た
か
ら
だ
と
思
う
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
里
甲
制
的
共
同
体
的
諸
関
係
を
解
体
せ
し
め
る
に
至
っ
た
階
級
的
社
会
的
諸
条
件
は
何
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
の
叙
述
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
公
的
H
共
同
的
利
用
の
利
益
を
侵
害
す
る
豪
右
地
主
に
よ
る
私
的
利
益
の
追
求
と
い
う
状

hu
－
 

態
は
、
当
時
に
お
け
る
い
か
な
る
生
産
関
係
の
発
展
の
表
象
と
し
て
把
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
小
山
正
明
、
浜
島
敦

俊
両
氏
は
、
明
末
の
賦
役
制
度
の
改
革
が
郷
紳
の
篠
役
免
除
の
特
権
を
い
か
に
処
理
す
る
か
の
問
題
を
基
軸
と
し
て
展
開
し
、
ま
た
、
明
末
清

初
の
大
土
地
所
有
の
発
展
も
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
郷
紳
的
土
地
所
有
の
展
開
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
を
本
稿
で
扱
う
水
利
問
題
に

即
し
て
み
れ
ば
、
浜
島
氏
は
、
明
末
の
水
利
問
題
の
展
開
が
、
付
田
頭
制
か
ら
照
田
派
役
制
へ
の
移
項
と
し
て
、
判
水
利
に
お
け
る
郷
紳
の
優

免
の
廃
止
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
孔
叩
浜
島
氏
の
所
論
の
基
本
線
は
、
水
刺
工
事
に
お
け
る
労
力
負
担
H

労
働
力
編
成
を
国
家
の
篠
役
と
し

て
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
c

こ
れ
は
侍
衣
凌
氏
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
然
り
で
あ
ろ
う
か
。

既
に
前
節
に
引
用
し
た
周
鳳
鳴
八
水
利
奏

V
の
第
五
条
は
、
照
田
起
夫
の
前
提
条
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

五
日
、
均
夫
役
以
便
貧
民
。
臣
惟
呉
中
水
利
回
惟
波
支
河
修
好
岸
為
急
。
究
其
本
原
、
則
支
河
襟
塞
由
汗
岸
閉
場
、
汗
岸
用
場
由
人
力
怠

惰
。
而
怠
惰
之
弊
、
其
故
有
一
二
。
小
民
一
遭
水
涼
、
困
於
工
力
難
継
。
大
戸
田
連
肝
師
、
病
於
顧
理
不
周
。
間
有
小
民
佃
種
大
戸
之
田
、

在
小
民
原
非
己
業
、
在
大
戸
止
図
収
租
、
彼
此
耽
慎
、
更
不
葺
理
。

こ
れ
と
同
様
な
指
摘
が
、
や
は
り
前
節
に
引
い
た
万
暦
三
十
三

l
四
年
頃
の
蘇
州
府
常
熟
県
知
県
で
、
県
下
の
水
利
事
業
を
指
導
し
た
秋
橘

「
大
輿
水
利
申
」
築
岸
法
八
業
戸
出
本
、
佃
戸
出
力
、
自
佃
窮
民
官
為
出
本

V
に
も
み
ら
れ
る
。

常
熱
之
岸
雄
、
何
其
多
壊
而
不
修
耶
。
型
的
父
老
、
其
故
有
五
。
い
い
町
因
子
工
力
難
継
、
則
荷
且
目
前
而
一
小
修
。
〈
だ
戸
之
田
与
小
民
之

そ
れ
で
は
、明

末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）

七



明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）

七
四

田
、
錯
壌
而
処
、
一
寸
之
曜
、
並
累
其
百
丈
之
職
。
即
大
戸
亦
俳
梱
四
顧
而
不
修
。
又
有
小
民
而
佃
大
戸
之
田
者
、
佃
者
原
非
己
業
、
業

円四
V

者
第
取
其
租
、
則
彼
此
批
誤
而
亦
不
修
。
或
業
戸
肯
出
本
実
、
而
佃
戸
者
心
虞
其
岸
成
而
或
為
他
人
更
佃
也
。
寛
虚
応
故
事
而
不
実
修
。

門主》戎
工
費
浩
大
、
望
助
於
官
、
官
又
以
銭
糧
無
処
、
厚
責
於
民
、
則
公
私
相
杏
、
因
循
苛
且
而
不
修
。
無
怪
乎
、
田
汗
日
壊
、
而
最
多
水
阜

之
災
也
。

こ
の
二
つ
の
証
言
は
甚
だ
類
似
し
て
い
る
。
後
者
は
前
者
を
参
照
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

す
る
つ
二
頁
〉
よ
う
に
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
諸
点
は
、
宋
代
の
水
学
者
郊
宜
の
文
言
に
み
ら
れ
る
。
両
者
が
改
め
て
郊
宣
に
仮
託
し

て
水
利
荒
廃
の
因
を
説
く
の
は
、
水
利
工
事
の
方
策
に
つ
い
て
、
両
者
に
共
通
し
た
ね
ら
い
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。
そ
の
ね
ら
い
と
は
、

水
利
の
荒
廃
の
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
付
1
同
な
い
し
同
悼
の
諸
点
に
い
か
に
対
処
す
る
か
で
あ
る
。
五
項
目
の
諸
点
を
細
述
し
よ
う
。
付
小

民
（
小
農
民
、
自
作
農
）
は
、
工
事
労
働
を
継
続
で
き
ず
、
目
前
の
食
う
た
め
の
生
活
に
追
わ
れ
て
い
る
。
科
大
戸
（
地
主
し
か
も
寄
生
的
不
在

地
主
）
の
固
と
小
民
の
固
と
が
錯
壊
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
大
戸
の
土
地
管
理
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
好
岸
の
保
全
を
め
ぐ
る
共
同
防
備

体
制
に
欠
陥
を
生
じ
た
。
同
小
民
が
大
戸
の
田
を
佃
作
す
る
場
合
、
佃
戸
は
も
と
も
と
自
分
の
回
産
（
業
）
で
は
な
い
か
ら
汗
岸
の
修
築
ま
で

‘
と
で

負
担
す
る
必
要
は
な
い
と
い
い
、
地
主
は
収
租
の
み
を
こ
と
と
し
、
両
者
と
も
負
担
を
忌
避
し
て
し
ま
う
。
同
開
業
戸
の
側
が
工
事
の
本
を
出
す

こ
と
を
承
知
し
て
も
、
佃
戸
は
、
自
分
が
力
を
出
し
修
理
し
て
も
、
後
に
他
人
に
更
佃
さ
れ
た
ら
無
駄
に
な
る
と
言
っ
て
労
力
を
出
す
の
を
厭

が
る
。
同
工
事
費
の
多
く
か
か
る
も
の
を
官
に
請
求
し
て
も
、
そ
の
支
弁
が
で
き
な
い
。
以
上
で
あ
る
が
、
こ
の
中
伺
同
に
み
え
る
地
主
｜
佃

戸
関
係
は
甚
だ
重
要
で
あ
る
。
同
で
は
佃
戸
は
、
こ
れ
は
も
と
も
と
自
分
の
田
で
は
な
い
と
い
っ
て
地
主
に
よ
る
汗
岸
補
修
へ
の
強
制
を
拒
否

し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
で
は
好
岸
補
修
成
っ
た
後
で
の
更
佃
を
恐
れ
、
明
ら
か
に
佃
戸
の
地
主
の
支
配
に
対
す
る
力
関
係
で
の
悼
と
は
逆
の

立
場
が
示
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
の
当
該
地
方
の
地
主

l
佃
戸
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
、
特
に
一
田
両
主
制
や
永
佃
権
の
成
立
に
関

す
る
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
同
の
更
佃
の
事
態
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
一
応
、
同
で
更
佃
の
事
態
を
持

ち
出
し
て
い
る
の
は
、
佃
戸
が
好
岸
修
理
を
行
い
た
く
な
い
た
め
の
言
訳
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
周
鳳
鳴
・
耽

し
か
し
そ
れ
よ
り
も
、
既
に
浜
島
氏
が
指
摘



橘
は
、
水
利
荒
廃
の
因
の
諸
点
の
裏
返
し
と
し
て
、
本
来
は
、
大
戸
も
小
民
も
佃
戸
も
均
し
く
負
担
を
負
う
べ
き
だ
と
す
る
が
、
そ
れ
を
支
え

る
よ
う
な
地
主
｜
佃
戸
関
係
の
共
同
体
的
関
係
が
解
体
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、
い
か
に
し
た
ら
佃
戸
層
を
工
事
労
働
力
と
し
て
徴

発
で
き
る
か
に
苦
心
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
周
鳳
鳴
・
秋
橘
が
、
爾
前
の
労
力
賦
課
の
原
則
で
あ
る
田
頭
制
に
代
っ
て
、
い
か
な
る
新

し
い
原
則
を
提
起
し
た
か
を
み
よ
う
。

周
鳳
鳴
入
水
利
奏
V
第
五
条
の
前
掲
部
の
下
文
に
は

今
欲
興
修
水
利
、
必
先
筋
惰
勧
農
。
若
使
夫
役
不
均
、
益
滋
民
害
。
合
無
一
応
築
汗
工
程
簡
易
者
、
就
於
本
汗
有
田
得
利
人
戸
、
不
分
官

民
、
一
体
計
畝
起
撮
。
若
工
程
浩
大
通
融
処
置
、
官
為
雇
募
。
亦
不
得
魁
滅
工
価
、
勢
家
不
得
仮
借
名
色
、
討
夫
以
便
私
図
。

【

U
V

と
あ
り
、
工
事
の
簡
易
な
も
の
は
、
本
汗
中
に
田
を
有
ち
利
を
得
る
戸
か
ら
、
官
田
に
つ
い
て
も
民
田
に
つ
い
て
も
均
し
く
団
地
の
面
積
に
応

じ
て
人
夫
を
出
さ
せ
る
。
明
ら
か
に
負
担
は
土
地
所
有
者
の
み
に
あ
っ
て
、
先
の
水
利
荒
廃
の
因
の
諸
点
か
ら
窺
え
た
佃
戸
の
労
カ
担
当
の
期

待
は
少
し
も
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
計
畝
起
撮
H
照
田
起
夫
制
に
よ
る
労
働
力
負
担
の
原
則
は
述
べ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
を
誰
が
E
の

よ
う
に
統
率
し
て
工
事
の
施
行
を
行
っ
た
の
か
も
具
体
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。

次
に
秋
橘
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
前
掲
の
「
大
興
水
利
申
」
の
「
開
河
法
」
（
第
九
条
）
〈
幹
河
甫
畢
刻
期
斉
溶
枝
河
V
に
は

法
当
於
幹
河
半
工
之
時
、
即
出
向
官
料
理
枝
河
。
責
令
各
枝
河
得
利
業
戸
、
倶
照
田
論
工
、
一
斉
並
挙
、
の
責
成
該
枝
河
千
百
長
催
督
。
務

要
先
期
料
理
停
妥
、
倹
幹
河
工
完
之
目
、
先
放
各
校
河
水
、
放
畢
、
随
於
各
校
河
口
、
築
一
小
場
、
侠
小
場
成
、
然
後
決
大
域
而
放
湖

水
、
其
工
之
次
第
如
此
。

と
あ
り
、
枝
河
の
溶
河
で
は
得
利
の
業
戸
に
対
し
て
照
田
論
工
が
行
わ
れ
、
そ
の
枝
河
の
地
区
の
千
・
百
長

る
。
さ
ら
に
業
戸
に
対
す
る
照
田
論
工
の
細
則
は
、
同
（
一
条
）
八
照
田
起
夫
、
量
工
給
食
V
に
よ
れ
ば
、

派
夫
之
法
、
先
弔
黄
冊
、
査
明
該
区
該
図
坐
好
田
地
総
数
。
随
令
区
書
、
将
業
戸
一
一
註
明
。
然
後
通
融
算
派
某
河
応
役
田
若
干
畝
、
毎

回
若
干
畝
、
坐
夫
一
名
。
田
多
者
領
夫
、
田
少
者
湊
補
足
数
、
名
目
協
夫
。
其
勘
明
明
江
板
荒
田
地
、
倶
郵
免
。

（
後
述
）

に
監
督
が
命
ぜ
ら
れ

明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）

七
五



明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
〉

七
六

と
あ
り
、
派
夫
之
法
が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
賦
役
徴
収
の
台
帳
た
る
黄
冊
記
載
の
該
区
該
図
坐
汗
の
団
地
総
数
を
調
査
し
、
随
い
で
里
甲
の

【阻》

一
役
目
た
る
区
書
を
通
じ
て
業
戸
（
所
有
者
）
の
確
認
註
記
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
某
河
応
役
回
総
計
い
く
ら
を
人
夫
の
総
数
で
割
っ
て
、
田

い
く
ら
か
ら
夫
一
名
を
出
す
か
の
率
を
定
め
る
。
田
多
き
も
の
は
数
名
を
領
し
、
田
少
き
も
の
は
数
戸
で
一
名
を
協
す
。

こ
こ
で
は
、
照
田
起

夫
は
径
役
と
し
て
考
え
ら
れ
、
「
照
回
」
の
固
と
は
応
役
目
を
言
う
の
で
あ
る
。

照
田
起
夫
制
が
倦
役
制
度
と
し
て
考
え
ら
れ
れ
ば
さ
し
当
り
郷
紳
の
優
免
が
問
題
と
な
る
。
同
（
二
条
）
入
水
利
不
論
優
免
V
に
は

溶
河
以
備
早
機
、
便
転
輸
也
。
論
田
而
士
夫
之
田
多
於
小
民
。
河
成
而
濯
運
之
利
、
当
亦
多
於
小
民
。
故
同
心
協
力
、
挙
地
方
之
大
利
、

在
士
夫
原
有
此
意
突
。
職
客
歳
開
溶
福
山
河
、
以
此
意
白
之
本
県
士
夫
。
士
夫
威
各
楽
従
、
興
工
之
日
、
相
率
鼓
舞
、
工
反
先
於
百
姓
。

而
百
姓
蒸
蒸
、
無
不
子
来
趨
事
、
争
先
恐
後
、
己
有
成
績
突
ι

今
後
凡
溶
河
築
岸
之
事
、
必
知
往
規
、
庶
労
逸
均
而
上
下
悦
服
也
。

と
あ
り
、
郷
紳
は
工
事
に
当
っ
て
率
先
し
て
人
夫
を
出
し
て
お
り
、
水
利
に
限
っ
て
、
郷
紳
の
優
免
は
廃
止
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
工
事
の
統
率
者
は
千
長
・
百
長
と
よ
ば
れ
た
。
問
、
第
七
条
八
分
管
員
役

V
に
は

諺
日
、
寧
管
千
軍
、
莫
管
一
夫
、
言
無
紀
律
而
難
御
也
ο

故
督
責
之
法
、
必
白
下
而
上
、
由
小
乃
大
、
則
工
程
易
起

G

故
毎
宕
百
丈
、
必

用
百
長
一
名
分
催
。
千
丈
、
必
用
千
長
一
名
督
催
。
然
此
役
須
点
該
区
田
多
大
戸
充
之
。
蓋
大
戸
必
受
惜
身
家
、
又
衆
所
推
服
。
：
：
：
千

長
催
百
長
、
百
長
催
小
夫
、
雨
水
利
官
又
専
督
千
百
畏
、
責
任
修
分
大
小
相
駆
、
後
卑
職
不
時
親
詣
稽
査
、
考
其
工
次
。

と
あ
り
、
区
内
の
田
多
き
大
戸
が
、
千
・
百
長
に
任
命
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
河
道
千
丈
ご
と
、
百
丈
ご
と
の
責
任
者
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
千
・
百
長
任
命
に
当
つ
て
は
、
か
な
り
難
行
し
た
ら
し
く
、
同
前
八
分
管
員
役
V
の
後
に
附
す
八
用
千
百
長
法

V
に
は

千
百
長
非
身
家
才
幹
兼
全
者
、
不
能
服
衆
。
三
十
三
年
、
照
持
尖
冊
点
用
、
十
得
八
九
、
乃
法
立
弊
生
。
三
十
四
年
、
区
書
将
大
戸
田
花

分
、
顕
小
戸
於
冊
首
、
点
者
半
係
小
戸
。
除
将
該
書
棚
号
外
、
其
千
畏
多
用
該
区
公
正
。
不
足
則
令
公
正
挙
報
、
乃
之
参
之
持
尖
、
始
称

得
人
。
得
人
而
工
不
難
完
実
。

と
あ
り
、
区
中
の
田
多
き
大
戸
が
千
・
百
長
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
大
戸
の
花
分
等
の
不
正
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
、
小
戸
が
割



り
つ
け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
千
長
に
は
多
く
該
区
の
公
正
（
糧
長
）
を
用
い
、
不
足
分
は
公
正
に
挙
報
さ
せ
た
。

お
け
る
傍
役
負
担
体
系
の
崩
壊
過
程
を
示
し
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
水
利
工
事
を
国
家
の
径
役
と
し
て
運
営
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
、
官
の
よ

ほ
ど
の
監
視
体
制
が
備
わ
ら
な
い
限
り
、
実
現
不
可
能
な
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
次
節
に
紹
介
す
る
『
常
熟
県
－
水
利
全
書
』
述
通
県
急
緩
河

岸
繍
間
総
自
の
う
ち
「
急
溶
河
」
の
枝
河
に
つ
い
て
八
前
件

V
欄
に
「
万
暦
三
十
四
年
二
月
内
、
秋
知
県
督
溶
通
流
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
知

こ
の
事
態
は
、
正
し
く
明
末
に

県
の
督
率
を
う
た
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
示
す
。

さ
て
、
以
上
の
秋
橘
の
水
利
規
定
に
あ
っ
て
は
、
地
主
｜
佃
戸
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
、
特
に
佃
戸
の
労
働
力
負
担
を
ど

の
よ
う
に
体
系
，
つ
け
て
い
た
か
を
検
討
し
よ
う
む
前
掲
「
築
岸
法
」
第
五
条
入
業
戸
出
本
、
佃
戸
出
力
、
自
佃
窺
民
官
為
出
本

V
の
前
掲
部
の

続
き
に
は
、

除
一
等
難
修
之
岸
、
け
力
行
査
議
外
、
其
二
三
等
易
修
者
、
即
令
業
戸
各
於
秋
成
之
後
、
出
給
工
本
、
伴
佃
戸
出
力
修
築
、
官
為
省
視
υ

高

と
あ
り
、 厚

堅
実
、
務
如
規
式
。
若
窺
戸
自
佃
己
田
者
、
査
果
貧
難
、
官
給
工
本
、
開
河
工
本
倣
此
。

円
岸
工
事
の
易
修
な
る
も
の
で
民
の
白
築
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
は
、
業
戸
の
出
米

（
工
本
へ
の
拠
出
）

と
佃
戸
の
出
力

（
労
力
負

担
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
窮
戸
で
自
分
の
回
を
佃
作
し
（
恐
ら
く
は
質
入
等
に
よ
り
所
有
名
儀
の
移
動
は
な
い
が
、
実
質
的
に
人
の
手
に

渡
っ
て
い
る
場
合
か
）
、
調
査
の
結
果
、
事
実
貧
難
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
者
に
は
、
官
が
工
本
を
支
給
す
る
。

な
ら
ば
業
戸
と
し
て
の
負
担
が
あ
る
と
さ
れ
る
し
し
か
る
に
現
実
に
は
佃
戸
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
窮
戸
の
場
合
は
、

本
来

し
か
も
自
分
の
回
を
佃
作
す
る
と
い
う
形
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
佃
戸
と
し
て
出
力
し
て
も
工
食
米
は
誰
か
ら
も
支
給
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
か
か
る
者
に
対
し
て
は
、
官
に
よ
る
工
本
の
支
給

が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、

佃
戸
の
出
力
に
対
す
る
地
主
か
ら
の
工
食
米
の
支
給
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
常
熟
県
で
は
県
が
「
佃
戸
支
領
工
食
票
」
な
る
伝
票
を
発
行
し
、
こ
れ
を
公
正
の
手
を
経
て
佃
戸
に
支
給
し
、
佃
戸
は
そ
れ
を
自
分
の
地

主
の
処
へ
持
参
し
て
米
を
受
け
と
る
と
い
う
方
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
佃
戸
へ
の
工
食
米
の
支
給
方
式
に
つ
い
て
は
、
既
に
浜
島
氏
が
「
工
食

票
」
の
写
真
複
写
を
示
し
て
詳
細
な
分
析
を
加
え
て
い
る
。
な
お
、
筆
者
も
旧
稿
で
こ
れ
を
扱
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
重
要
な
点
の
指
摘

明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）
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明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
〉

七
八

が
ま
だ
遣
さ
れ
て
い
た
。
「
工
食
票
」
の
関
係
の
部
分
を
再
掲
し
よ
う
。

①
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

常
熱
県
為
大
輿
水
利
、
以
足
民
国
事
。
切
惟
国
家
賦
税
頼
租
税
以
輸
将
、
業
戸
田
租
頼
佃
戸
以
耕
種
。
業
戸
佃
戸
実
有
一
体
相
須
休
戚
相

、

、

＠

＠

＠

＠

関
之
義
。
本
県
督
民
溶
河
築
岸
、
不
能
尽
佐
官
格
。
量
其
工
程
難
易
、
着
令
各
業
戸
出
備
工
食
、
給
付
佃
戸
・
傭
工
。
此
雄
－
時
小
費
、

、

、

、

、

門

書

》

、

、

、

、

＠

実
胎
無
窮
後
利
。
邑
中
如
法
付
佃
者
固
有
、
而
怯
惜
庸
民
者
不
無
。
擬
合
給
票
為
式
、
如
業
戸
某
人
応
溶
河
一
丈
、
応
給
佃
戸
某
人
工
食

米
若
干
。
築
岸
一
丈
、
応
給
佃
戸
某
人
工
食
米
若
干
。
着
各
該
公
正
填
註
票
尾
佃
戸
執
票
対
支
領
吃
、
方
付
業
戸
執
照
。
＠
知
有
指
拘
陳
租

宿
債
、
凌
虐
佃
戸
者
、
即
将
原
票
鍬
還
、
公
正
類
斉
造
冊
綴
県
、
至
納
租
日
許
令
佃
戸
加
倍
算
除
。
（
下
略
）

計
開

⑥⑥  
応応区
築溶公

正

枯
定
毎
丈
給
工
食
米

業
戸

佑
定
毎
丈
給
工
食
米

共
応
給
工
食
米

右
給
付
佃
戸

准
此

万
暦
三
十
四
年

月

日
給

県

常
字

号

右
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
個
条
書
き
し
て
み
よ
う
。
①
ま
ず
前
提
と
し
て
「
賦
は
租
よ
り
出
づ
、
租
は
佃
戸
の
耕
種
に
頼
る
、
業
戸
之
佃

戸
と
は
一
体
相
い
須
ら
く
休
戚
相
関
す
べ
き
の
義
あ
り
」
の
観
急
が
表
明
さ
れ
る
。
②
本
県
は
民
を
督
し
て
溶
河
築
岸
し
て
も
尽
く
官
格
を
支

給
で
き
な
い
。
＠
業
戸
の
出
費
が
必
要
だ
が
、
そ
れ
は
一
時
の
小
費
で
無
窮
の
後
利
を
生
む
。
④
労
働
力
は
佃
戸
の
他
、
傭
工
に
も
依
る
。
＠

業
戸
出
本
・
佃
戸
出
力
の
法
の
如
く
、
業
戸
が
佃
戸
に
工
食
米
を
直
に
渡
し
て
い
る
も
の
は
問
題
が
な
い
が
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
、

伝
票
（
こ
の
工
食
票
）
を
給
し
て
式
と
す
る
。
＠
業
戸
は
（
所
有
田
額
に
応
じ
て
）
溶
河
・
築
岸
の
畏
さ
（
丈
）
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
部
分
を



担
当
し
た
佃
戸
の
工
食
米
を
負
担
す
る
。
⑦
も
し
地
主
が
佃
戸
に
工
食
米
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
は
、

公
正
1
県
の
介
入
に
よ
っ
て
、
佃
戸
が

地
主
に
払
う
佃
租
か
ら
工
食
米
の
二
倍
を
差
し
引
く
こ
と
を
許
す
。
（
史
料
中
の
数
字
と
個
条
の
数
字
と
は
一
致
す
る
）
。

と
こ
ろ
で
、
右
で
問
題
な
の
は
、
溶
河
・
築
岸
の
役
の
負
担
を
直
接
に
規
定
さ
れ
る
の
は
業
戸
・
地
主
で
あ
り
、
負
担
量
の
決
定
は
照
回
起

夫
の
原
則
に
よ
る
。
で
は
、
佃
戸
・
傭
工
は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
出
力
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
浜
島
氏
は
「
佃
戸
が
溶
築
し
た
河
・
岸

の
量
に
応
じ
て
」
（
三
七
頁
）
と
述
べ
て
お
れ
ば
、
予
め
の
基
準
は
な
い
か
の
如
き
で
あ
る
。
し
か
し
上
述
の
個
条
の
⑦
が
意
味
を
持
つ
の
は
、

こ
の
工
事
担
当
に
は
地
主

l
佃
戸
の
関
係
そ
の
も
の
が
動
員
さ
れ
、
地
主
（
業
戸
）
の
負
担
と
佃
戸
の
負
担
と
は
ほ
ぼ
見
合
う
も
の
と
考
え
ら

れ
る
と
こ
羽
か
ら
、
実
は
、
佃
戸
に
つ
い
て
は
照
田
起
夫
制
が
耕
作
田
の
面
積
に
即
し
て
適
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
こ

れ
に
つ
い
て
は
右
文
に
も
他
の
規
定
中
に
も
明
文
が
な
く
判
断
の
し
様
が
な
い
。
浜
島
氏
は
「
佃
戸
の
労
働
は
径
役
の
一
変
種
と
し
て
成
立
し

た
も
の
」
（
三
九
頁
）
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
浜
島
氏
は
右
の
よ
う
な
業
戸
出
本
・
佃
戸
出
力
の
関
係
が
「
地

主
l
佃
戸
聞
に
個
別
的
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
国
家
権
力
の
強
制
を
媒
介
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
て
い
る
」
（
同
三
九
頁
）
と
結
論

右
の
個
条
の
⑤
で
、
業
戸
出
本
・
佃
戸
出
力
の
関
係
に
つ
い
て

こ
の
く
だ
り
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

「
邑
中
如
法
付
佃

地
主
｜
佃
戸
聞
に
個
別
的
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
（
実
は
宋
代
以
降
の
慣
行

た
だ
、
そ
の
関
係
が
－
つ
に
は
地
主
の
出
米
拒
否
に
よ
っ
て
破
綻
す
る
場
合
に
つ
い
て
の
み
国
家
権
力
の
強
制
が
必

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
個
条
の
③
で

ま
ず
、

す
る
が
、

者
固
有
」
と
あ
り
、
何
も
県
や
公
正
の
子
を
煩
わ
す
こ
と
な
く
、

な
の
で
あ
る
）
を
示
し
、

要
と
さ
れ
、
こ
こ
に
み
る
如
き
「
工
食
票
」
方
式
が
採
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

令
各
業
戸
出
備
工
食
、
給
付
佃
戸
・
傭
工
。
此
雄
一
時
小
費
、
実
胎
無
窮
後
利
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
地
主
業
戸
に
出
米
を
勧
告
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
ま
た
清
初
の
陳
瑚
「
築
囲
色
で
も
大
戸
の
出
米
を
奨
励
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
地
主
の
出
米
拒
否
は
か
な
り
一
般
的
な 「着

定
さ
れ
よ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
業
戸
出
本
・
佃
戸
出
力
の
関
係
を
運
営
す
る
た
め
に
は
、

現
象
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
前
節
や
今
節
の
初
め
に
み
た
豪
右
地
主
の
私
的
利
益
追
求
の
姿
か
ら
も
如
上
の
事
態
は
十
分
肯

か
な
り
恒
常
的
に
国
家
権
力
の
強
制
が
必
要
と
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）
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末
、
揚
子
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ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）

八。

以
上
の
如
く
、
地
主
・
佃
戸
関
係
そ
の
も
の
を
水
利
工
事
に
動
員
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
の
再
生
産
を
支
え
よ
う
と
し
た
軟
橘
は
、

在
地
（
好
）
の
共
同
体
的
関
係
の
維
持
を
図
る
た
め
「
築
岸
」
の
土
の
調
達
方
法
に
留
意
す
る
。
「
築
岸
法
」
第
三
条
八
圏
外
依
形
連
塔
築
岸
。

囲
内
随
勢
一
体
開
河

V
に
は

外
岸
難
成
、
其
何
以
救
腹
裏
之
早
務
。
故
須
因
形
制
宜
、

或
開
十
字
河
、

或
丁
字
・
一
字
・
月
様
・
弓
様
等
河
、

小
者
一
道
、

大
者
数

道
。
於
河
口
要
処
、
建
問
一
度
、
或
数
座
。
早
務
有
救
、
高
下
倶
熱
、
乃
称
美
因
。

又
不
但
為
阜
滋
高
下
之
用
而
巳
、
柴
糞
帥
餅
水
通
船

便
、
可
無
難
於
搬
運
。

と
あ
り
、
好
内
腹
裏
に
汗
の
形
状
に
見
合
っ
た
各
形
の
小
河
を
聞
く
こ
と
で
、
早
携
の
給
水
排
水
に
便
な
る
の
ほ
か
、
柴
（
た
き
ぎ
）
糞
（
こ

や
し
）
帥
餅
（
家
畜
の
飼
料
）
等
の
持
ち
込
み
持
ち
出
し
に
便
利
だ
と
言
う
。
な
お
、
汗
内
開
河
で
つ
ぶ
れ
た
国
土
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
浜

島
氏
は
官
銀
が
支
出
さ
れ
た
（
五
一
頁
）
と
考
え
て
い
る
が
、
氏
の
挙
げ
る
史
料
は
「
不
領
官
銀
、
民
力
自
開
十
字
河
一
様
」
「
民
力
自
開
十

字
河
一
条
、
廃
田
・
：
不
領
田
価
、
止
免
銭
糧
（
傍
点
筆
者
）
」
と
あ
る
の
み
で
、
そ
の
事
実
を
示
し
て
い
な
い
。

た
だ
税
糧
の
免
除
が
あ
る
の

み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
「
築
岸
法
」
第
四
条
八
築
岸
務
実
、
及
取
土
法

V
に
よ
れ
ば
、

先
按
汗
中
形
勢
、
果
有
仰
盆
覆
盆
高
下
不
等
。
宜
開
十
字
・
丁
字
・
一
字
・
月
様
・
弓
様
等
河
渠
者
、
査
議
的
確
申
明
。
開
撃
取
土
、
以

築
其
岸
。
高
下
早
務
、
均
属
有
救
計
。
無
便
於
此
者
、
田
価
衆
戸
均
出
、
遺
糧
申
入
後
徴
項
下
。

そ
の
回
の
遺
糧
も
後
徴
項
下
に
申
入
さ
せ
る
と
い
っ
た
一
汗
の
共
同
体
的
慣
行
が
働

と
あ
り
、
好
内
衆
戸
の
均
出
に
よ
っ
て
田
価
が
償
わ
れ
、

い
て
い
る
の
で
為
る
。

で
あ
り
、
個
人
の
聞
を
つ
ぶ
す
場
合
も
あ
っ
た

ち
、
同
条
の
一
項
に
は

と
こ
ろ
で
、
前
項
の
第
四
条
の
題
名
は
「
築
岸
務
実
、
及
取
土
法
」
で
あ
る
が
、
築
岸
の
場
合
、
そ
の
土
を
ど
こ
か
ら
供
給
す
る
か
が
問
題

（
前
掲
〉
が
、
次
の
よ
う
に
好
内
の
共
同
利
用
地
に
土
を
求
め
る
場
合
も
あ
っ
た
。

す
な
わ

有
菱
藍
場
之
介
居
水
次
、
止
収
州
利
、
止
徴
蕩
税
者
、
申
免
其
税
、
聴
民
採
土
築
岸
。
：
：
：
但
斐
藍
場
倶
占
於
大
姓
、
納
百
一
之
税
、
享



十
倍
之
利
。
人
所
不
敢
詰
、
官
所
不
能
問
、
処
之
為
難
。
然
興
大
利
者
、
無
協
小
言
、
本
県
審
己
熟
笑
。
又
不
然
者
、
令
民
於
岸
裏
二
丈

以
外
、
開
溝
取
土
、
其
溝
深
内
外
、
水
浸
岸
旋
為
土
、
法
之
所
深
忌
也
。
但
離
岸
速
、
則
岸
枇
寛
而
溝
水
未
能
即
侵
。
溝
身
浅
、
則
受
水

少
而
填
塞
後
易
為
カ
知
尤
径
岸
、
隆
慶
初
年
故
事
、
乃
万
万
不
得
己
之
計
。
但
所
取
之
溝
、
諭
令
佃
人
、
句
擬
田
面
之
土
、
兼
筒
外
河
之

泥
、
一
年
内
務
填
平
満
。
無
令
損
岸
始
得
。

こ
の
史
料
の
初
め
の
部
分
は
既
に
前
節
で
触
れ
た
。
仔
内
の
共
同
利
用
地
（
斐
車
場
）
に
土
を
求
め
て
も
、
そ
こ
が
既
に
大
姓
に
よ
っ
て
私

的
に
占
拠
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
難
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
好
岸
内
二
丈
の
幅
ま
で
溝
を
掘
り
、
そ
の
土
を
採
取
し
た
が
、
そ
の
溝
を
填
め
る

に
は
佃
人
に
水
田
の
表
土
を
均
し
く
割
り
出
さ
せ
、
兼
ね
て
外
河
の
泥
を
も
掬
っ
て
入
れ
、
や
っ
と
一
年
以
内
で
元
通
り
に
填
め
合
せ
た
。
な

ぉ
、
こ
の
事
例
は
隆
慶
初
年
（
一
五
六
七

1
）
に
実
際
に
行
わ
れ
た
故
事
で
あ
る
と
い
う
。

慣
行
田
伏
窺
え
る
心
但
し
大
姓
（
郷
紳
地
主
、
富
豪
）
の
私
的
利
益
追
求
に
よ
る
共
同
体
破
壊
の
現
情
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
に
は
佃
戸
を
中
心
と
し
た
汗
内
の
共
同
体
的

、
明
末
清
初
、
江
南
に
お
け
る
水
利
事
業
と
そ
の
性
格

以
上
考
察
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
の
材
料
は
、
主
に
水
利
規
定
、
な
い
し
水
利
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
も
の
は
、
大
体

に
お
い
て
行
わ
る
べ
き
（
当
為
の
）
水
利
事
業
像
で
あ
り
、
施
策
方
針
的
記
事
で
あ
る
。
勿
論
そ
こ
に
は
あ
る
程
度
の
現
実
の
諸
事
情
が
反
映

さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
逆
に
全
く
の
空
論
で
実
施
の
不
可
能
な
提
言
も
ゆ
め
っ
た
し
、
現
実
へ
の
適
応
に
あ
っ
て
は
大
き
く
修
正
さ

れ
る
も
の
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
節
に
屡
々
引
用
し
た
、
秋
橘
『
常
熟
県
水
利
全
書
』
は
、
前
節
に
挙
げ
た
如
き
水
利
規
定
の
記
述
の
ほ
か
に
、
以
下
に
示
す

よ
う
な
水
利
事
業
の
事
業
報
告
を
極
め
て
具
体
的
に
載
せ
て
お
り
、
明
末
江
南
の
水
利
事
業
に
関
す
る
第
一
次
的
史
料
と
し
て
の
使
用
に
耐
え

う
る
と
判
断
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
書
巻
二
は
「
通
県
急
緩
河
岸
繍
間
総
目
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
急
溶
河
二
百
一
十
四
道
、
緩
溶
河
六

十
七
道
、
急
築
岸
百
四
十
六
好
、
緩
築
岸
二
一
白
三
十
八
好
、
急
築
域
二
十
八
条
、
応
建
問
三
十
三
座
等
の
水
利
施
設
の
現
状
、
及
び
改
善
の
必

明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）

八



明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）

八

要
性
の
調
査
報
告
と
改
善
結
果
の
事
業
報
告
で
あ
り
、
こ
れ
に
同
書
巻
三
｜
巻
十
の
「
通
県
域
郷
八
十
五
区
総
図
説
」
に
よ
る
、
在
城
両
区
在

郷
各
区
の
地
域
ご
と
の
河
岸
機
関
の
現
状
等
の
調
査
と
水
利
工
事
の
事
業
報
告
を
併
せ
て
、
県
下
の
水
利
事
業
に
関
す
る
実
施
報
告
書
と
し
て

作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
内
容
に
よ
っ
て
凶
河
道
の
控
諜
（
溶
河
）
倒
汗
岸
の
修
築
制
開
場
（
水
門
、
せ
き
）
の
改
修
、
の
三
者
に
分
け

て
考
察
す
る
。

(A) 

河
道
の
波
深
（
楼
河
）

溶
河
に
つ
い
て
は
、
河
道
ご
と
に
、
緊
急
を
要
す
る
も
の
と
否
と
で
「
急
溶
河
」
「
緩
溶
河
」
の
二
種
に
分
け
て
い
る
。
『
水
利
全
書
』
の
記

事
の
信
溶
性
を
示
す
た
め
に
も
、
同
書
巻
ニ
第
二
十
四
葉

B
l第
二
十
五
菜
A
を
例
と
し
て
示
し
て
お
こ
う
。
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明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）

八
四

該

本
県
秋
知
県
査
得
本
滋
坐
轄
四
十
区
両
芳
得
水
利
本
区

能
仁
汗
共
田
七
頃
、
四
十
一
一
欧
一
分
応
溶

体
裁
で
気
付
く
こ
と
は
、
「
前
件
」
以
下
に
「
万
暦
三
十
四
年
二
月
内
秋
知
県
督
溶
通
流
」

版
木
を
削

除
字
句
を
埋
め
て
あ
る
も
の
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
者
が
工
事
の
着
手
成
就
を
示
し
、
後
者
が
施
行
完
了
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
判
断
さ

れ
る
。
次
に
、
溶
河
の
見
積
は
、
実
施
・
不
実
施
に
関
係
な
く
、
河
道
ご
と
に
、
長
さ
・
潤
（
幅
〉
・
掘
り
下
げ
の
深
さ
、
及
び
以
上
三
者
か

ら
計
算
さ
れ
た
運
こ
び
出
す
土
の
量
（
H
労
働
量
、
単
位
は
土
方
）
等
が
算
定
さ
れ
、
そ
れ
と
、
あ
る
河
道
の
水
利
が
ど
の
地
域
の
ど
れ
だ
け

の
面
積
の
田
を
濯
慨
す
る
か
、
従
っ
て
ど
の
聞
の
所
有
者
に
溶
河
の
義
務
が
あ
る
か
な
ど
が
、
詳
細
に
調
査
さ
れ
、
知
県
自
身
が
そ
れ
を
掌
握

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
場
合
、
河
道
ご
と
に
、
あ
る
河
道
が
ど
の
区
か
ら
ど
の
区
の
聞
を
通
流
し
て
い
る
か
、

ま
た
あ

る
河
道
が
ど
の
区
の
中
だ
け
に
坐
落
し
て
い
る
か
で
、
経
轄
・
坐
轄
の
区
分
を
立
て
て
い
る
。

以
上
は
、
任
意
に
抽
出
し
た
「
急
溶
河
」
に
関
す
る
一
部
の
記
事
の
検
討
で
あ
る
が
、
急
溶
河
全
体
の
内
容
と
傾
向
と
を
知
る
た
め
に
、
急

溶
河
二
百
一
十
四
道
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
記
載
事
項
を
網
羅
し
た
表
（
附
表
）
を
作
成
し
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
表
化
に
あ
た
っ
て
、
幹
河
四
道
と
校
河
二
百
十
道
と
を
区
別
し
て
み
た
が
、
そ
れ
は
幹
河
と
枝
河
と
で
は
記
載
事
項
に
か
な
り

の
違
い
を
み
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
工
事
の
見
積
の
記
載
で
は
、

1
1
4
の
幹
河
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
な
河
道
ご
と
の

長
・
澗
・
開
深
・
土
方
が
示
さ
れ
る
ほ
か
に
、
「
工
夫
」
な
ん
人
か
（
単
位
は
工
）
、
手
間
賃
（
「
工
食
銀
」
）
い
く
ら
か
、
が
計
上
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、

5
以
下
の
枝
河
に
は
そ
の
項
目
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
前
件
欄
の
記
入
に
も
関
係
す
る
。
表
で
は
、
前
件
欄
に
記
入
が
あ
り
、
工

事
の
実
施
を
示
す
も
の
と
し
た
の
を
＠
印
で
表
わ
し
た
。

し
か
し
こ
の
記
入
も
幹
河
と
枝
河
と
で
は
違
う
。
幹
河
三
丈
浦
・
実
浦
は
い
ず
れ

も

前

件

万
暦
三
十
四
年
二
月
内
欣
知
県
設
処
銭
糧

官
三
民
七
閲
溶
通
流



と
記
さ
れ
、
官
側
の
出
品
質
は
銭
糧
か
ら
支
払
わ
れ
る
こ
と
、
し
か
し
工
事
費
用
の
全
体
は
、
官
と
民
と
の
協
同
出
費
（
三
対
七
）
の
形
態
を
と

っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

5
1制

の
枝
河
は
、
先
掲
の
如
く
、

前

件

万
暦
三
十
四
年
二
月

内
秋
知
県
督
溶
通
流

と
あ
っ
て
、
官
の
出
費
も
、
ま
た
費
用
全
体
が
官
と
民
と
の
共
同
負
担
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。

し
た
秋
橘
の
水
利
規
定
「
築
岸
法
」
第
五
条
八
業
戸
出
本
、
佃
戸
出
力
、
自
佃
窮
民
官
為
出
本
V
に
、
既
掲
の
如
く
、

除
一
等
難
修
之
岸
、
男
行
査
議
外
、
其
二
三
等
易
修
者
、
即
令
業
戸
各
於
秋
成
之
後
、
出
給
工
本
、
伴
佃
戸
出
力
修
築
、
官
為
省
視
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
検
討

と
あ
り
、
ま
た
、
か
の
「
佃
戸
支
領
工
食
票
」
に
も

本
県
督
民
溶
河
築
岸
、
不
能
尽
佐
官
格
。
量
其
工
程
難
易
、
着
令
各
業
戸
出
備
工
食
、
給
付
佃
戸
・
傭
工
。

と
あ
る
の
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
前
件
欄
の
知
県
に
よ
る
「
督
溶
通
流
」
と
は
、
官
が
省
視
を
な
す
程
度
の
も
の
で
あ

っ
て
、
と
て
も
宮
に
よ
る
波
治
が
枝
河
に
ま
で
及
ん
だ
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
業
戸
出
本
・
佃
戸
出
力
に
よ
る

溶
」
な
の
で
あ
る
。
但
し
、
以
上
の
宮
・
民
の
区
別
は
、
費
用
の
支
弁
を
め
ぐ
っ
て
の
対
比
で
あ
り
、
業
戸
出
本
・
佃
戸
出
力
に
よ
る
「
民
の

白
溶
」
そ
の
も
の
に
も
、
や
は
り
前
節
で
述
べ
た
如
き
、
国
家
権
力
の
介
入
の
事
態
は
窺
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
国
家
権
力
に
よ
る
水
利
の
直
接

的
な
担
当
は
、
依
然
と
し
て
幹
河
に
止
ま
り
、
枝
河
に
は
及
ん
で
い
な
い
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
。

附
表
は
、
ほ
か
に
何
を
示
す
で
あ
ろ
う
か
。
前
件
欄
の
①
印
の
有
無
で
実
施
か
不
実
施
か
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
他
の
記
載
項
目
の
面
に

E

の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
民
の
自

ま
ず
、
溶
河
工
事
の
規
模
を
示
す
記
事
（
長
さ
・
深
さ
等
）
に
、
何
か
特
徴
が
み
ら
れ
ょ
う
か
。

道
の
規
模
に
よ
っ
て
実
施
・
不
実
施
を
分
け
る
よ
う
な
傾
向
は
見
当
ら
な
い
。

で
は
、
経
轄
と
坐
轄
の
区
別
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
結
論
と
し
て
、
河

そ
こ
で
附
表
を
基
に
枝
河
二
百
十
道
に
つ
い
て
経
轄
・
坐
轄
の
区
別
に
よ
る
溶
河
状

明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
〉

/¥ 
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明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
〉

八
六

況
に
関
す
る
表
ー
を
作
成
し
て
み
た
。
表
ー
に
よ
る
と
、
校
河
の
存
在
形
態
は
、
全
体
っ
こ
O
〉
の
内
、
坐
轄
が
七
五
%
の
一
五
六
、
経
轄

が
二
五
Mmの
五
四
で
あ
り
、
前
者
が
圧
倒
的
に
多
い
。
ま
た
、
前
者
は
一
区
内
に
の
み
存
し
、
後
者
は
二
区
に
ま
た
が
る
も
の
が
多
い
。
そ
の

内
溶
河
さ
れ
た
も
の
は
、
坐
轄
が
七
四
%
の
七
回
、
経
轄
が
二
六
Mmの
二
六
で
、
存
在
形
能
で
の
比
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。
な
お
、
坐
轄
・
経

轄
と
も
、
急
溶
河
の
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
に
対
し
て
、
溶
河
さ
れ
た
も
の
の
割
合
は
約
半
数
の
五
O
%
で
あ
る
。

溶
河
が
特
定
の
区
に
偏
っ
て
多
く
実
施
さ
れ
た
こ
と
も
判
か
る
。
坐
轄
・
経
轄
合
せ
て
十
道
以
上
溶
河
の
区
は
、
お
・

ω
・
町
・
刊
の
各
区

で
あ
り
、
こ
の
四
区
に
集
中
し
て
溶
河
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、

n
・
日
・
町
－

M
・
問
の
各
区
は
、
一
区
内
の
急
溶
河
が
ほ
ぼ
完
全
に
実
施
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
あ
ま
り
厳
密
な
数
的
処
理
を
経
た
も
の
で
は
な
い
が
、
区
と
区
と
の
特
定
の
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
（
お
区
l

M
区
、
担
区
｜
部
区
、
部
区
｜
釘
区
、
却
区
l
必
区
、

4
区
｜
叫
区
、
川
崎
区

l
却
区
、
同
区
l
同
区
）
も
傾
向
と
し
て
窺
え
よ
う
か
。

a
4
 

次
に
、
溶
河
に
応
ず
る
地
区
（
都
・
図
・
好
・
字
号
）
の
傾
向
を
み
よ
う
。
河
道
番
号

m番
ま
で
、
即
ち
字
号
名
で
水
利
を
得
る
の
地
区
を

示
し
て
い
る
も
の
は
、
区
図
な
い
し
区
都
図
を
表
記
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
加
番
以
上
の
呼
名
で
地
区
を
示
す
も
の
は
せ
い
ぜ
い
区
の
表

記
が
あ
る
だ
け
で
、
図
は
名
示
さ
れ
て
い
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
溶
河
の
単
位
を
好
と
す
る
こ
と
が
明
確
化
し
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う

か
。
次
に
、
溶
河
実
施
の
河
道
に
つ
い
て
、
応
溶
地
区
の
字
号
・
好
名
の
欄
に
、
二
回
以
上
同
じ
名
が
み
え
る
も
の
を
拾
い
、
そ
の
頻
度
表

〈表
E
）
を
作
成
し
た
。
こ
の
表
か
ら
、
字
号
に
し
て
も
好
に
し
て
も
、
約
四
割
が
二
道
以
上
の
河
道
を
溶
河
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
逆
に
一
本
の
溶
河
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
ぐ
ら
い
の
呼
・
字
号
が
応
溶
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
こ
れ
も
頻
度
で
考
え
て
み
た

（表
E
Y
表
E
か
ら
、
字
号
に
し
て
も
、
好
に
し
て
も
、

2
1
3
の
も
の
が
多
い
が
、
頻
度
1

（
つ
ま
り
、
一
本
の
溶
河
に
一
つ
の
字
号
も

し
く
は
好
が
応
溶
す
る
）
は
字
号
に
つ
い
て
は
一
二
号
の
二
一
%
、
汗
に
つ
い
て
は
五
汗
の
っ
て
五
Mmで
あ
っ
て
、
他
の
八
J
九
割
が
す
べ

て
二
・
三
以
上
の
字
号
・
仔
の
共
同
溶
河
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(B) 

好
岸
の
修
築

時
岸
の
修
築
に
つ
い
て
も
「
急
築
岸
」
・
「
緩
築
岸
」
の
二
種
が
あ
る
。

凶
と
同
様
に
、

「
急
築
岸
」
共
計
百
四
十
六
好
、
共
岸
十
四
万
九
千



表 I

明末、揚子江デルタ地帯における水利慣行の変質

溶河予定総数凶 調書河軍縮数（同 b B 

区 坐（b轄） 
一 X 

＼内区〉 ｜｜ 。白 R也7 
経 轄 経 轄

a 

×100 ×100 

3 1 (3-4) 
。

4 3 
。。

7 2 
。。

8 1 1 (8-10) 
。。

9 7 
。。

10 4 
。。

11 (11-20 ) 。
2 11-12-13 

12 2 （山3 s) 一 。
12-13-1 

13 1 (13-18-20) 一 。
14 1 (1ι34) 

。
15 3 1 (15-33-34) 。。
16 1 (16-17-22) 一 。
17 1 （山9ιM凶－2鈎同） 。。

2 17-19 

18 3 1(18,21) 1 (18-20-21) 。。
19 7 1 (19-20) 4 1 (19-20) 57 63 

20 2 1 (20-21-23) 1 (20-21-23) 。33 

21 2 2 100 100 

22 5 2 (22-23) 5 1 (22-23) 100 86 

23 11 3 (23-74) 8 3 (23-74) 72 78 

28 1 (28-29-31-32) 一 。
29 1 1 100 100 

30 1 (30-31) 。
31 1 2 (31-57) 。。
32 4σ①〉 一 75 

32-33-36 
33 1 1 (33-34) 。。
34 1 1 (34-35) 。。
35 1(35,36) 

。。

（
川
勝
）

八
七



表 I （続き）

祷河予定総数凶 ｜藩河実施数倒

区｜金，で （引経轄｜智｜経轄
2 （お'.f-38-39)I I 2 （器禁－38-39)

3 （~器ι47)

36 

38 3 

39 6 

。4
0

0

n

u

a

a

z

n

a

噌
ム

4

4

n

4

 

州
制

H
M

川

崎

必

必

組

制

品

叩

49 

51 

1 

1 

g （＊②） I 6 

3 (ii毛主52)I 5 

2 (!t!ts叩）

、，J
F
h
u
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－
 

n

’
 

r

’、
aa言

、ノ
に

u
n

’
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aa‘
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4

i

a

4

n
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n

4
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4EA

n
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n
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a

a

z

o

o

n

，
aaz 

E

U

E

U

E

D

R

U

E

D

n

’
 75 I 7 

1 (56-57) 

、1
1
1Ru
 

a曽
－、，，，

n
o
z
u
n
a
a
a
z
 

a告
a告
aa宮
a告

E

E

－－ 

n
u
n
u
n
U
4
i
 

4
4
4
4
 

，，，
at

、r
E

、

a
u
n
4
 

1 

2 (!t-!~-50-53) 

4

i

4

4

4

i

a

a高

1 (56-57) 

、，ノPD
 

n

，
 

－
 

訓
告n

，
 

r

’、4
 

1
 

4

A

n

o

n

D

 

4
E
A
4
Eム

b I B 
al古

×1001×1001 明
末

_, 100 

o I 0 

o I o 

50 I 57 

63 I 64 

25 I 25 

0 I 0 

33 I 33 

0 I 0 

- I 100 

100 I 100 

100 I 100 

100 I 100 

100 I 100 

O I 0 

ー I100 

92 I 92 

100 I 100 

槌 I 86 

合｜！？と~
156 

計

54 凶 26 

100 

備
事①（32-33),(32-33-34,) (32-33-36,) (32-33-36-39) 

$②（40-43) (40-45) (40-43-45) 

とれらは区と区との結びつきを示す。

考

210 
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子
江
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賀
行
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~字号！
II 

44(%) 

E 

ぷぞ子！字号｜ 士子

1 12（号〉 5（汗〉

2 15 14 

3 8 7 

4 4 4 

5 6 2 

6 1 2 

7 2 2 

8 。 1 

9 3 3 

10 2 

11～15 3 

16～20 1 

21以上 1 

t子

40（彪〉

表

六
、
約
五
九
%
）
、

五
百
七
十
七
丈
に
つ
い
て
、
区
ご
と
の
分
類
に
よ
っ
て
表
化
し
て
み
よ
う
（
表
N
Y

表
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
「
毎
丈
夫
工
数
」
に
は
、
四
人
と
二
人
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
修
築
形
態
」
と
関
連
さ
せ
て
考
え
れ
ば
、
好
岸

一
丈
当
り
四
人
分
の
労
働
を
必
要
と
す
る
方
は
、
官
一
民
三
の
割
合
で
官
民
協
築
の
形
態
を
と
り
、
二
人
の
方
は
民
力
自
築
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
前
者
が
難
工
事
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
な
お
「
前
件
」
欄
の
検
討
で
工
事
の
実
施
状
況
が
知
れ
る
の
も
凶
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
か

ら
は
次
の
よ
う
な
事
実
が
わ
か
る
。
ま
ず
、
実
施
の
み
ら
れ
た
も
の
は
、
区
数
で
六
（
全
体
一
九
、
約
三
O
M
m
）
、
汗
数
で
八
一
（
全
体
一
四

好
岸
延
長
で
七
四
一
九
二
六
丈
（
全
体
一
四
九
五
七
七
丈
、
五
O
%
）
と
、
区
数
で
の
率
を
除
け
ば
大
体
予
定
の
半
分
が

と
他
と
の
ア
シ
パ
ラ
ジ
ス
は
、
築
岸
施
行
の
地
域
的
偏
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
好
岸

築
岸
さ
れ
た
と
言
え
る
c

区
数
の
率
（
三
O
M
m
）

の
修
築
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
民
力
自
築
に
依
っ
て
行
わ
れ
、
官
民
協
築
の
形
態
で
の
実
施
は
極
め
て
悪
い
と
言
え
よ
う
。

城
・
聞
の
修
築

C
 

城
（
せ
き
）
・
間
（
水
門
）
等
に
つ
い
て
は
、
「
急
築
城
」
二
十
八
条
、
「
応
建
問
」
三
十
三
座
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
表

v・
表
羽
）
。
こ
の

表
か
ら
繍
・
問
の
修
築
に
つ
い
て
わ
か
る
こ
と
は
、
ま
ず
、
塙
の
修
築
は
民
力
自
築
が
原
則
で
あ
り
、
一
方
、
聞
の
修
築
で
は
官
民
協
建
が
十

九
座
、
民
力
白
建
が
十
四
座
と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
官
の
支
弁
が
み
ら
れ
、
分
担
の
割
合
は
官
二
民
八
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に

明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
〉

八
九



表 N 

区 修築形態 前 件〈備注〉

2 6 1680.0 4 官民協築（官1民3)

29 26 33394.9 2 民力自築 ＠ 
40 5 4690.5 2 ，， ＠〈内3222丈〉
41 17 15762.0 2 ，， ＠〈内11757丈〉

43 7 7810.0 4 官民協築〈宮1民3) 。（内1035.8丈〉

44 2 2261. 5 2 民力自築
45 4 4184.5 

〈内岸〉 3241. 0 2 
官民協築（官1民3)

〈繁岸〉 943.5 4 

48 9 11887.0 2 民力自築
49 3 3335.0 2 ，， 1@ 
57 23 21447.9 2 ，， ＠ 
62 5 6646.1 2 ，， 

63 3 3519.6 2 ，， 

65 1 135.5 2 ，， 

66 4 13759.0 

随河取土 2 ，， 

別区白亦 4 官民協築（官1民3)
67 17 16456.0 2 民力自築
68 8 5778.2 2 II 

69 1 280.0 2 ，， 

71 4 2158.0 2 ，， 

84 1 390.0 2 II 

（ 計区〉数19 I 146 仔 149577丈 (741926丈〉

明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質

ハ
川
勝
）
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表 V

明末、揚子江デルタ地帯における水利慣行の変質

区｜域数｜ 海団地域〈丹、字号〉・田地面積 ｜修築形態｜前件

40 I判大域好 10頃．畝30分.8 ｜民力自築｜

43 I 2 I警護：鶴〈呉〉刺史）等四汗 35.10.0 ，， 

45 I 4 I割、馬池、黄家等三好 7.97.6 II 

49 I 1 I組庄汗 12.64.3 ，， 

a1 I 17 I全 区 129.83.6 II 

as I 1.sl 撃：霊：皇：罰、猶、 j等九特 55.29.0 II 

70 I 1 I全 区 129.68.0 II 

73 I o.s1 全 区 116.40.0 II 

補築域1

66 I 1 I官字号 5.50.0 ，， 

（
川
勝
〉

表 VI 

区｜間数｜ 瓶団地域、困地面積 ｜修築形態｜前件

14 I 1座｜衣、服、湯、挟四字号 務会 ｜民力自建｜

40 I 2. sl 40. 42. 43，低四区 334.94.8 If~護憲｜
41 I s. sj 41. 44 二区 273.03.08 ｜民力自建｜

42 I 5. 51 40, 42, 43. 45 四区 334.94.8 ｜麗襲警｜

43 I a I 40.42,43,45 334.94.8 II 

44 I o.5J 一 1-1  

45 I 3 I 40.42,43,45 四区 334.94.8 ｜麗鰐｜

59 I 2 I 宗浜、行者、沈浜三時ほか 31. 00.0 ｜民力自建｜

66 I 1 I曽家坪 10.92.1 ，， 

68 I 2 I 南諸、、北姑、、以伯、、伝叔、入、猶、裳、、子侍、、比竜〈、字訓号、〉 144.04.0 II 

70 I 2 I全 区 129.68.0 II 

補修閉

68 I 2 I 南諸、、 北姑、、 以伯、、 伝叔、、 猶入、、 子裳、、 侍比、、 訓竜、 144.04.0 

九



明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）

九

し
て
も
、
埼
・
聞
に
関
す
る
限
り
は
、

コ
別
件
」
欄
に
何
も
記
入
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

万
暦
三
十
四
年
時
に
お
け
る
知
県
耽
橘
の
水
利
事
業

と
し
て
は
、
埼
・
悶
の
修
理
は
実
現
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
凶
河
道
の
波
深
同
好
岸
の
修
築
阿
域
間
の
修
築
の
三
項
目
に
つ
い
て
、

が
、
そ
の
大
概
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
整
恕
さ
れ
よ
う
。

万
暦
三
十
三
｜
四
年
の
常
熟
県
の
水
利
工
事
を
み
て
き
た

①
ご
く
大
規
模
な
、
も
し
く
は
難
し
い
工
事
を
除
け
ば
、
枝
河
の
溶
河
、
好
岸
の
修
築
、
域
間
の
修
繕
と
も
、
依
然
と
し
て
民
力
自
修
が
建

前
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
官
が
直
接
に
竣
治
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。

⑨
校
河
の
溶
河
と
好
岸
の
修
築
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
予
定
工
事
の
半
数
が
実
施
さ
れ
た
が
、

極
め
て
地
区
的
な
偏
り
が
あ
る
。
域
間
修

築
の
施
行
は
全
く
確
認
で
き
な
い
。

＠
民
力
自
修
で
な
い
も
の
は
官
民
協
同
に
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
費
用
の
支
弁
の
比
率
は
民
の
方
が
は
る
か
に
高
い
。

な
お
概
し
て
こ

の
形
態
の
実
施
状
況
は
悪
い
。

④
波
深
の
実
施
さ
れ
た
河
道
は
、
そ
の
区
に
坐
落
す
る
（
坐
轄
）
も
の
が
多
く
、

者
に
と
っ
て
直
接
に
自
分
の
利
害
に
関
係
す
る
（
両
芳
得
利
回
）
部
分
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
。

で
行
わ
れ
た
も
の
で
な
く
、
二
・
三
以
上
の
複
数
の
好
・
字
号
の
共
同
作
業
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
①
民
力
自
修
と
も
関
連
し
て
、
工
事
が
労
力
負
担

し
か
し
、
溶
河
は
、

一
汗
（
字
号
）
の
み

⑤
好
・
字
号
い
ず
れ
も
、
特
に
溶
河
の
実
施
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
図
（
星
甲
）
を
明
示
し
て
あ
る
も
の
は
少
な
く
、
河
道
の
波

諜
の
単
位
が
、
区
も
し
く
は
汗
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

常
熟
県
の
水
利
工
事
の
具
体
例
か
ら
得
ら
れ
た
重
要
な
知
見
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

を
考
え
る
上
で
参
考
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
、
明
末
清
初
の
江
南
の
水
利
工
事
の
性
格



お

わ

り

本
稿
の
考
察
は
ま
だ
完
了
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
を
お
断
り
し
た
上
で
、
明
末
の
揚
子
江
デ
ル
グ
地
帯
の
水
利
慣
行
の
変
質
に
つ
い
て
、
得

ら
れ
た
若
干
の
知
見
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

付
明
代
前
半
期
で
は
塁
甲
制
度
に
基
く
共
同
体
的
関
係
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
水
利
が
、
中
期
以
降
豪
右
地
主
層
の
侵
食
の
対
象
と
な
っ

て
い
た
。
同
里
甲
制
の
崩
嬢
を
な
し
、
水
利
の
荒
廃
を
も
た
ら
し
た
基
本
的
内
容
は
、
土
地
所
有
構
造
（
地
主
｜
佃
戸
関
係
）
の
変
化
で
あ

り
、
そ
れ
に
照
応
し
て
新
た
な
水
利
慣
行
を
編
成
す
る
た
め
に
は
、
佃
戸
の
労
働
力
を
い
か
に
秩
序
．
つ
け
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ

の
時
期
の
新
し
い
労
力
賦
課
の
原
則
で
あ
り
、
全
の
土
地
所
有
者
（
郷
紳
地
主
も
そ
れ
以
外
も
）
の
負
担
の
平
均
化
を
ね
ら
う
「
照
田
起
夫
」

制
も
、
負
担
の
平
均
化
（
水
利
に
お
け
る
郷
紳
の
優
免
の
廃
止
な
ど
）
そ
れ
自
体
が
第
一
義
的
目
的
で
は
な
く
、
地
主
｜
佃
戸
関
係
の
維
持
再

生
産
と
の
関
係
で
志
向
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
照
田
起
夫
に
よ
る
負
担
は
、
形
式
的
に
は
土
地
所
有
者
に
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
実

質
的
負
担
は
耕
作
者
の
佃
戸
・
傭
工
に
あ
っ
た
。
こ
の
負
担
制
度
の
原
則
（
建
前
）
と
現
実
と
の
落
差
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
は
、
当
面
「
業

戸
出
米
・
佃
戸
出
力
」
方
式
が
主
唱
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
公
権
力
の
承
認
を
え
て
制
度
化
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
佃
戸
の
労
力

提
供
は
、
国
家
の
絡
役
と
し
て
で
は
な
く
、
佃
戸
自
身
の
構
成
す
る
地
縁
的
関
係
、
及
び
地
主
と
の
生
産
関
係
の
二
つ
の
関
係
に
規
定
さ
れ
た

共
同
体
的
得
役
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
以
上
を
具
体
的
な
蘇
州
府
常
熟
県
の
水
利
工
事
に
即
し
て
検
証
す
る
と
、
地
域
的
偏
差
は

あ
る
が
、
在
地
共
同
体
（
地
主
l
佃
戸
関
係
）
に
よ
る
水
利
工
事
は
、
県
の
指
導
と
督
視
に
よ
っ
て
、
占
め
る
程
度
は
実
施
し
え
た
と
考
え
ら
れ

ヲ。。
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
、
以
上
の
如
き
在
地
共
同
体
に
よ
る
水
利
工
事
に
お
け
る
佃
戸
労
働
力
の
編
成
を
、
誰
が
E
の
よ
う
に
掌
握
し
た
か

に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
と
同
時
に
作
成
し
た
、
別
稿
「
明
末
清
初
に
お
け
る
好
長
に
つ
い
官
」
を
参
照
さ
れ

R

】、。

J

，，、
hv

明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
ハ
川
勝
〉

九



明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）

九
四

註

（1
）
池
田
静
夫
・
岡
崎
文
夫
共
著
『
江
南
文
化
開
発
史
』
三
九
四
O
V
池
田
静
夫
著
『
支
那
水
利
地
理
史
研
究
』
（
一
九
四
O
W
玉
井
是
博
「
宋
代
水
利

国
の
一
特
異
相
」
（
『
支
那
社
会
経
済
史
研
究
』
（
一
九
四
二
〉
、
周
藤
吉
之
「
宋
代
の
丹
田
と
荘
園
制

l
特
に
江
南
東
路
に
つ
い
て

l
」
（
『
宋
代
経
済
史
研

究
』
一
九
六
二
）
・
「
宋
代
斯
西
地
方
の
囲
田
の
発
展
｜
土
地
所
有
制
と
の
関
係
｜
」
乃
東
京
大
学
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
三
、
一
九
六
五
、
後
、

『
宋
代
史
研
究
』
所
収
）
、
柳
田
節
子
「
郷
村
制
の
展
開
」
（
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
9
、
一
九
七
O
）
等
参
照
。

（2
）
池
田
前
掲
書
、
及
び
後
掲
の
森
田
・
浜
島
論
文
参
照
。

（3
）
「
清
代
江
南
に
お
け
る
汗
回
水
利
の
一
考
察
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
三
一
－
一

l
五
、
一
九
六
七
〉
。

（4
〉
「
明
代
江
南
の
水
利
の
一
考
察
」
〈
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
四
七
、
一
九
六
九
）
。

（5
）
小
山
正
明
「
明
代
の
糧
長
に
つ
い
て
！
と
く
に
前
半
期
の
江
南
デ
ル
タ
地
帯
を
中
心
に
し
て

l
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
七
｜
四
、
一
九
六
九
〉
、
及
び
、

鶴
見
尚
弘
「
明
代
に
お
け
る
郷
村
支
配
」
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
也
、
一
九
七
一
）
等
。
な
お
、
小
山
氏
と
鶴
見
氏
と
の
聞
に
は
、
明
代
の
社
会
的
発

展
段
階
規
定
の
相
異
に
基
く
、
里
甲
制
、
共
同
体
（
村
落
共
同
体
）
の
理
解
に
つ
い
て
の
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。
筆
者
は
鶴
見
氏
の
考
え
方
に
賛
同
す

る。

（6
）
前
注
（
4
）
の
浜
島
論
文
七
｜
一
三
頁
。
な
お
、
以
下
浜
島
氏
の
論
文
の
引
用
は
頻
繁
な
の
で
特
別
な
場
合
以
外
は
註
記
し
な
い
。
特
別
な
個
所
で

は
、
本
文
に
浜
島
論
文
の
頁
数
を
示
す
。

（7
〉
「
明
末
清
初
に
お
け
る
地
主
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
四
O
、
一
九
四
九
）
。

（8
）
「
明
末
長
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
地
主
経
営
l
沈
氏
農
書
の
一
考
察
」
〈
『
歴
史
学
研
究
』
一
四
八
、
一
九
五

Oγ
「
補
農
書
の
成
立
と
そ
の
地
盤
」

（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
、
一
九
五
二
）
。

（9
）
「
明
末
清
初
の
大
土
地
所
有
l
と
く
に
江
南
デ
ル
タ
地
帯
を
中
心
と
し
て
｜
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
六
l
一
二
、
六
七
｜
一
、
一
九
五
七
・
八
三

（
叩
〉
「
清
初
、
蘇
州
府
の
魚
鱗
冊
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
三
四

l
五
、
一
九
六
九
三

（
日
〉
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
森
田
前
掲
論
文
に
言
及
が
あ
る
〈
森
田
四
八
頁
）
。

（
ロ
）
是
正
の
方
策
と
し
て
丈
量
が
提
起
さ
れ
た
と
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
張
居
正
丈
量
策
の
展
開
口
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
O
l四
、
一
九
七
一
〉
参
照
。

（
臼
）
「
明
代
の
十
段
法
に
つ
い
て
っ
て
完
）
」
ハ
千
葉
大
学
『
文
化
科
学
紀
要
』
一

O
、
一
九
六
八
〉
。

（
叫
）
「
明
末
翫
江
の
嘉
湖
両
府
に
お
け
る
均
回
均
役
法
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
五
二
、
一
九
七
O
Y

（
日
）
注
（
4
〉
の
浜
島
論
文
。



（
時
）
『
明
代
江
南
市
民
経
済
試
探
』
二
七
頁
。

（
げ
）
浜
島
氏
会
＝
頁
）
は
、
「
不
分
官
民
」
を
「
官
戸
、
民
戸
を
分
た
ず
」
と
読
ん
で
俊
免
を
認
め
な
い
乙
と
と
理
解
し
た
が
、
と
の
読
み
は
「
官
回
・

民
団
を
分
た
ず
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特
に
嘉
靖
期
の
史
料
に
か
か
る
表
現
が
頻
出
し
、
か
つ
重
要
な
意
義
を
持
つ
の
は
、
例
の
宮
田
制
度
の
改
革

に
関
係
す
る
。
森
正
夫
「
十
六
世
紀
太
湖
周
辺
地
帯
に
お
け
る
宮
田
制
度
の
改
革
（
上
・
下
〉
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
一
｜
四
・
二
ニ

l
一
〉
、
及
び
、
注

（
均
）
に
引
く
拙
稿
（
一
）
参
照
。

（
沼
）
区
書
及
、
ひ
区
に
つ
い
て
は
、
本
注
（
5
）
の
小
山
論
文
参
照
。
小
山
氏
に
よ
れ
ば
漸
江
秀
水
県
の
事
例
に
、
里
ー
区

l
県
の
地
域
区
劃
に
照
応
し
た
知

数
｜
区
書

1
県
総
の
系
列
が
あ
る
と
い
う
。

（mm
）
常
熟
県
で
は
糧
長
を
公
正
と
呼
ん
だ
と
と
に
つ
い
て
は
浜
島
論
文
に
指
摘
が
あ
る
。

ハ
却
）
業
戸
出
米
・
佃
戸
出
力
の
関
係
に
つ
い
て
の
森
田
明
氏
ハ
前
掲
論
文
）
の
理
解
は
、
筆
者
の
評
価
と
は
大
い
に
異
な
る
。

（
幻
）
周
藤
吉
之
氏
は
、
宋
代
に
お
い
て
、
地
主
が
郷
原
の
体
制
に
よ
っ
て
佃
戸
に
好
岸
修
築
を
強
制
し
た
と
い
う
（
『
宋
代
史
研
究
』
四
二
三

l
三
－
一
良
）
。

（
勾
）
注
（
ロ
）
の
拙
稿
参
照
。

（
お
）
農
民
が
水
田
の
表
土
を
剥
い
で
提
供
す
る
乙
と
は
容
易
な
乙
と
で
は
な
い
。
地
主
に
よ
る
強
制
が
不
可
能
な
時
期
で
あ
れ
ば
、
共
同
体
の
規
制
に
率
先

し
て
従
う
佃
一
戸
の
姿
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

（川

c
m
I
mは
、
河
道
番
号
。
附
表
の
番
号
と
も
一
致
す
る
（
附
表
参
照
）
。

（
お
）
『
東
洋
学
報
』
五
五
｜
四
。

明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
（
川
勝
）

九
五
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